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議第５９号 

美濃加茂市手数料の特例に関する条例について 

美濃加茂市手数料の特例に関する条例を下記のとおり制定する。 

令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市手数料の特例に関する条例 

令和５年２月１日から令和６年３月３１日までの間、個人番号カード（行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カードをいい、有効期間内であって、

かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平

成１４年法律第１５３号）第２２条第１項に規定する利用者証明用電子証明書が記

録されたものに限る。）の交付を受けている者が、多機能端末機（地方公共団体情

報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して市の使用に係る電子計算機と電

気通信回線で接続された通信端末機で、当該端末機の操作により証明書を発行する

機能を有するものをいう。）に当該個人番号カードを利用した交付にあっては、交

付の申請を行う場合の美濃加茂市手数料条例（平成１２年美濃加茂市条例第５号）

附則第３項及び別表１の部１の項に規定する手数料（戸籍謄抄本交付手数料を除く。）

については、１０円とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年２月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 
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議第６０号 

定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例について 

定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例を下記のとおり制定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記 

定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例 

（美濃加茂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２９年美濃加茂

市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（減給の効果） （減給の効果） 

第４条 減給は、１年以下の期間、その発令の

日に受ける給料及びこれに対する地域手当

の合計額（法第２２条の２第１項第１号に規

定する会計年度任用職員については、報酬の

額）の５分の１以下に相当する額を減ずるも

のとする。この場合において、その減ずる額

が現に受ける給料及びこれに対する地域手

当の合計額の５分の１に相当する額を超え

るときは、当該額を減ずるものとする。 

第４条 減給は、１年以下の期間、給料の月額

及びこれに対する地域手当の合計額（法第２

２条の２第１項第１号に規定する会計年度

任用職員については、報酬の額）の５分の１

以下に相当する額を減ずるものとする。 

（美濃加茂市職員の定年等に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市職員の定年等に関する条例（昭和５９年美濃加茂市条例第１４

号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 定年制度（第２条―第５条） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６
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条―第１１条） 

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１

２条） 

第５章 雑則（第１３条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５

第１項、第２８条の２、第２８条の５、第２

８条の６第１項から第３項まで並びに第２

８条の７の規定に基づき、職員の定年等に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の２第１項から

第３項まで及び第２８条の３の規定に基づ

き、職員の定年等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

第２章 定年制度 

（定年） （定年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。 

（定年による退職の特例） （定年による退職の特例） 

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２

条の規定により退職すべきこととなる場合

において、次に掲げる事由があると認めると

きは、同条の規定にかかわらず、当該職員に

係る定年退職日の翌日から起算して１年を

超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当

該定年退職日において従事している職務に

従事させるため、引き続き勤務させることが

できる。ただし、第９条の規定により異動期

間（同条第１項に規定する異動期間をいう。

以下この項及び次項において同じ。）（同条

第１項又は第２項の規定により延長された

異動期間を含む。）を延長した職員であつて、

定年退職日において管理監督職（第６条に規

定する職をいう。以下この条及び次章におい

て同じ。）を占めている職員については、第

９条第１項又は第２項の規定により当該異

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２

条の規定により退職すべきこととなる場合

において、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、その職員に係る定年退職日の

翌日から起算して１年を超えない範囲内で

期限を定め、その職員を当該職務に従事させ

るため引き続いて勤務させることができる。
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動期間を延長した場合であつて、引き続き勤

務させることについて市長の承認を得たと

きに限るものとし、当該期限は、当該職員が

占めている管理監督職に係る異動期間の末

日の翌日から起算して３年を超えることが

できない。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を

必要とするものであるため、当該職員の退

職により生ずる欠員を容易に補充するこ

とができず公務の運営に著しい支障が生

ずること。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を

必要とするものであるため、その職員の退

職により公務の運営に著しい支障が生ず

るとき。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務

条件に特殊性があるため、当該職員の退職

による欠員を容易に補充することができ

ず公務の運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務

条件に特殊性があるため、その職員の退職

による欠員を容易に補充することができ

ないとき。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業

務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、当該職員の退職により公務の

運営に著しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替がその業

務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、その職員の退職により公務の

運営に著しい支障が生ずるとき。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定

により延長された期限が到来する場合にお

いて、前項各号に掲げる事由が引き続きある

と認めるときは、市長の承認を得て、これら

の期限の翌日から起算して１年を超えない

範囲内で期限を延長することができる。ただ

し、当該期限は、当該職員に係る定年退職日

（同項ただし書に規定する職員にあつては、

当該職員が占めている管理監督職に係る異

動期間の末日）の翌日から起算して３年を超

えることができない。 

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定

により延長された期限が到来する場合にお

いて、前項の事由が引き続き存すると認める

ときは、市長の承認を得て、１年を超えない

範囲内で期限を延長することができる。ただ

し、その期限は、その職員に係る定年退職日

の翌日から起算して３年を超えることがで

きない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引

き続き勤務させる場合又は前項の規定によ

り期限を延長する場合には、当該職員の同意

を得なければならない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引

き続いて勤務させる場合又は前項の規定に

より期限を延長する場合には、当該職員の同

意を得なければならない。 

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き ４ 任命権者は、第１項の期限又は第２項の規
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勤務することとされた職員及び第２項の規

定により期限が延長された職員について、第

１項の期限又は第２項の規定により延長さ

れた期限が到来する前に第１項各号に掲げ

る事由がなくなつたと認めるときは、当該職

員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰

り上げるものとする。 

定により延長された期限が到来する前に第

１項の事由が存しなくなつたと認めるとき

は、当該職員の同意を得て、期日を定めてそ

の期限を繰り上げて退職させることができ

る。 

 ５ 前各項の規定を実施するために必要な手

続きは、市の規則で定める。 

 第５条 削除 

（定年に関する施策の調査等） （定年に関する施策の調査等） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

第３章 管理監督職勤務上限年齢制 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる

管理監督職） 

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条

例で定める職は、美濃加茂市職員の給与に関

する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３

号）第９条の３に規定する職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢） 

第７条 法第２８条の２第１項に規定する管

理監督職勤務上限年齢（以下「管理監督職勤

務上限年齢」という。）は、年齢６０年とす

る。 

（他の職への降任等を行うに当たつて遵守

すべき基準） 

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に

規定する他の職への降任等（以下この章にお

いて「他の職への降任等」という。）を行う

に当たつては、法第１３条、第１５条、第２

３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定

めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しな

ければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の
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状況及び職務経験等に基づき、降任又は転

任（降給を伴う転任に限る。）（以下この

条及び第１０条において「降任等」とい

う。）をしようとする職の属する職制上の

段階の標準的な職に係る法第１５条の２

第１項第５号に規定する標準職務遂行能

力（次条第３項において「標準職務遂行能

力」という。）及び当該降任等をしようと

する職についての適性を有すると認めら

れる職に、降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上

で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤

務上限年齢が当該職員の年齢を超える管

理監督職のうちできる限り上位の職制上

の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際

に、当該職員が占めていた管理監督職が属

する職制上の段階より上位の職制上の段

階に属する管理監督職を占める職員（以下

この号において「上位職職員」という。）

の他の職への降任等もする場合には、第１

号に掲げる基準に従つた上での状況その

他の事情を考慮してやむを得ないと認め

られる場合を除き、上位職職員の降任等を

した職が属する職制上の段階と同じ職制

上の段階又は当該職制上の段階より下位

の職制上の段階に属する職に、降任等をす

ること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及

び管理監督職への任用の制限の特例） 

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべ

き管理監督職を占める職員について、次に掲

げる事由があると認めるときは、当該職員が

占める管理監督職に係る異動期間（当該管理

監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達

した日の翌日から同日以後における最初の
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４月１日までの間をいう。以下この章におい

て同じ。）の末日の翌日から起算して１年を

超えない期間内（当該期間内に定年退職日が

ある職員にあつては、当該異動期間の末日の

翌日から定年退職日までの期間内。第３項に

おいて同じ。）で当該異動期間を延長し、引

き続き当該管理監督職を占める職員に、当該

管理監督職を占めたまま勤務をさせること

ができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を

必要とするものであるため、当該職員の他

の職への降任等により生ずる欠員を容易

に補充することができず公務の運営に著

しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務

条件に特殊性があるため、当該職員の他の

職への降任等による欠員を容易に補充す

ることができず公務の運営に著しい支障

が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業

務の遂行上重大な障害となる特別の事情

があるため、当該職員の他の職への降任等

により公務の運営に著しい支障が生ずる

こと。 

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により

異動期間（これらの規定により延長された期

間を含む。）が延長された管理監督職を占め

る職員について、前項各号に掲げる事由が引

き続きあると認めるときは、市長の承認を得

て、延長された当該異動期間の末日の翌日か

ら起算して１年を超えない期間内（当該期間

内に定年退職日がある職員にあつては、延長

された当該異動期間の末日の翌日から定年

退職日までの期間内。第４項において同じ。）

で延長された当該異動期間を更に延長する

ことができる。ただし、更に延長される当該
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異動期間の末日は、当該職員が占める管理監

督職に係る異動期間の末日の翌日から起算

して３年を超えることができない。 

３ 任命権者は、第１項の規定により異動期間

を延長することができる場合を除き、他の職

への降任等をすべき特定管理監督職群（職務

の内容が相互に類似する複数の管理監督職

であつて、これらの欠員を容易に補充するこ

とができない年齢別構成その他の特別の事

情がある管理監督職として規則で定める管

理監督職をいう。以下この項において同じ。）

に属する管理監督職を占める職員について、

当該特定管理監督職群に属する管理監督職

の属する職制上の段階の標準的な職に係る

標準職務遂行能力及び当該管理監督職につ

いての適性を有すると認められる職員（当該

管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢

に達した職員を除く。）の数が当該管理監督

職の数に満たない等の事情があるため、当該

職員の他の職への降任等により当該管理監

督職に生ずる欠員を容易に補充することが

できず業務の遂行に重大な障害が生ずると

認めるときは、当該職員が占める管理監督職

に係る異動期間の末日の翌日から起算して

１年を超えない期間内で当該異動期間を延

長し、引き続き当該管理監督職を占めている

職員に当該管理監督職を占めたまま勤務を

させ、又は当該職員を当該管理監督職が属す

る特定管理監督職群の他の管理監督職に降

任し、若しくは転任することができる。 

４ 任命権者は、第１項若しくは第２項の規定

により異動期間（これらの規定により延長さ

れた期間を含む。）が延長された管理監督職

を占める職員について前項に規定する事由

があると認めるとき（第２項の規定により延

長された当該異動期間を更に延長すること
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ができるときを除く。）、又は前項若しくは

この項の規定により異動期間（前３項又はこ

の項の規定により延長された期間を含む。）

が延長された管理監督職を占める職員につ

いて前項に規定する事由が引き続きあると

認めるときは、市長の承認を得て、延長され

た当該異動期間の末日の翌日から起算して

１年を超えない期間内で延長された当該異

動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第１０条 任命権者は、前条の規定により異動

期間を延長する場合及び同条第３項の規定

により他の管理監督職に降任等をする場合

には、あらかじめ職員の同意を得なければな

らない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措

置） 

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異

動期間を延長した場合において、当該異動期

間の末日の到来前に当該異動期間の延長の

事由が消滅したときは、他の職への降任等を

するものとする。 

第４章 定年前再任用短時間勤務制 

（定年前再任用短時間勤務職員の任用） 

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日

以後に退職（臨時的に任用される職員その他

の条例により任期を定めて任用される職員

及び非常勤職員が退職する場合を除く。）を

した者（以下この条において「年齢６０年以

上退職者」という。）を、従前の勤務実績そ

の他の規則で定める情報に基づく選考によ

り、短時間勤務の職（当該職を占める職員の

１週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務

を要する職でその職務が当該短時間勤務の

職と同種の職を占める職員の１週間当たり
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の通常の勤務時間に比し短い時間である職

をいう。以下この条において同じ。）に採用

することができる。ただし、年齢６０年以上

退職者がその者を採用しようとする短時間

勤務の職に係る定年退職日相当日（短時間勤

務の職を占める職員が、常時勤務を要する職

でその職務が当該短時間勤務の職と同種の

職を占めているものとした場合における定

年退職日をいう。）を経過した者であるとき

は、この限りでない。 

第５章 雑則 

（委任） 

第１３条 この条例の実施に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和６０年３月３１日から施

行する。ただし、第６条の規定は、公布の日

から施行する。 

 この条例は、昭和６０年３月３１日から施行

する。ただし、第６条の規定は、公布の日から

施行する。 

（定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３

１日までの間における第３条の規定の適用

については、次の表の左欄に掲げる期間の区

分に応じ、同条中「６５年」とあるのはそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和

７年３月３１日まで 

６１年 

令和７年４月１日から令和

９年３月３１日まで 

６２年 

令和９年４月１日から令和

１１年３月３１日まで 

６３年 

令和１１年４月１日から令

和１３年３月３１日まで 

６４年 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 
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３ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任

用される職員その他の条例により任期を定

めて任用される職員及び非常勤職員を除く。

以下この項において同じ。）が年齢６０年に

達する日の属する年度の前年度（以下この項

において「情報の提供及び勤務の意思の確認

を行うべき年度」という。）（情報の提供及

び勤務の意思の確認を行うべき年度に職員

でなかつた者で、当該情報の提供及び勤務の

意思の確認を行うべき年度の末日後に採用

された職員（異動等により情報の提供及び勤

務の意思の確認を行うべき年度の末日を経

過することとなつた職員（以下この項におい

て「末日経過職員」という。）を除く。）に

あつては当該職員が採用された日から同日

の属する年度の末日までの期間、末日経過職

員にあつては当該職員の異動等の日が属す

る年度（当該日が年度の初日である場合は、

当該年度の前年度））において、当該職員に

対し、当該職員が年齢６０年に達する日以後

に適用される任用及び給与に関する措置の

内容その他の必要な情報を提供するものと

するとともに、同日の翌日以後における勤務

の意思を確認するよう努めるものとする。 

（美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例（平成４年美濃加茂市条例第１

号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 定年等条例第９条の規定により異動期

間（同条の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職（同条例第

- 11 -



６条に規定する職をいう。以下第１０条に

おいて同じ。）を占める職員 

(4)・(5) （略） (3)・(4) （略） 

（育児短時間勤務をすることができない職

員） 

（育児短時間勤務をすることができない職

員） 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 定年等条例第９条の規定により異動期

間（同条の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職を占める職

員 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１８条 育児休業法第１９条第１項の条例

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

第１８条 育児休業法第１９条第１項の条例

で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をし

ている職員とする。 

(1) 育児短時間勤務又は育児休業法第１７

条の規定による短時間勤務をしている職

員 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時

間を考慮して規則で定める非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法第２２条

の４第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「定年前再任用短時間勤

務職員」という。）を除く。） 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）

の承認は、勤務時間条例第８条第１項に規定

する正規の勤務時間（非常勤職員（定年前再

任用短時間勤務職員を除く。以下この条にお

いて同じ。）にあっては、当該非常勤職員に

ついて定められた勤務時間）の始め又は終わ

第１９条 部分休業（育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）

の承認は、勤務時間条例第８条第１項に規定

する正規の勤務時間の始め又は終わりにお

いて、３０分を単位として行うものとする。
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りにおいて、３０分を単位として行うものと

する。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時

間（以下「育児時間」という。）又は勤務時

間条例第１６条の２第１項の規定による介

護時間の承認を受けて勤務しない職員（非常

勤職員を除く。）に対する部分休業の承認に

ついては、１日につき２時間から当該育児時

間又は当該介護時間の承認を受けて勤務し

ない時間を減じた時間を超えない範囲内で

行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時

間（以下「育児時間」という。）又は勤務時

間条例第１６条の２第１項の規定による介

護時間の承認を受けて勤務しない職員に対

する部分休業の承認については、１日につき

２時間から当該育児時間又は当該介護時間

の承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき、当該非常勤職員につい

て１日につき定められた勤務時間から５時

間４５分を減じた時間を超えない範囲内で

（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号)第６１条第３２項において読み替えて準

用する同条第２９項の規定による介護をす

るための時間（以下「介護をするための時間」

という。）の承認を受けて勤務しない場合に

あっては、当該時間を超えない範囲内で、か

つ、２時間から当該育児時間又は当該介護を

するための時間の承認を受けて勤務しない

時間を減じた時間を超えない範囲内で）行う

ものとする。 

（美濃加茂市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年美濃

加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（職員の派遣） （職員の派遣） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 

２ 法第２条第１項に規定する条例で定める

職員は、次に掲げる職員とする。 
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(1) 臨時的に任用される職員その他の条例

により任期を定めて任用される職員（地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２２条の４第１項の規定により採用され

る職員を除く。） 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員（地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

２８条の４第１項又は第２８条の６第１

項の規定により採用される職員を除く。）

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(4) 美濃加茂市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年美濃加茂市条例第１４号。以

下「定年等条例」という。）第４条第１項

の規定により引き続いて勤務させること

とされ、又は同条第２項の規定により期限

を延長することとされている職員 

(4) 美濃加茂市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年美濃加茂市条例第１４号）第

４条第１項の規定により引き続いて勤務

させることとされ、又は同条第２項の規定

により期限を延長することとされている

職員 

(5) 定年等条例第９条の規定により異動期

間（同条の規定により延長された期間を含

む。）を延長された管理監督職（同条例第

６条に規定する職をいう。）を占める職員

(6) （略） (5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（美濃加茂市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正） 

第５条 美濃加茂市職員の高齢者部分休業に関する条例（平成２０年美濃加茂市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（高齢者部分休業の承認） （高齢者部分休業の承認） 

第２条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の

１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１

を超えない範囲内で、５分を単位として行う

ものとする。 

第２条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の

１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１

を超えない範囲内で、５分を単位として行う

ものとする。 

２ 法第２６条の３第１項の高年齢として条

例で定める年齢は、５５歳とする。 

 （高齢者部分休業の期間） 

 第３条 法第２６条の３第１項の条例で定め

る期間は、５年とする。 

（高齢者部分休業の承認の申請） （高齢者部分休業の承認の申請） 
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第３条 （略） 第４条 （略） 

（高齢者部分休業中の給与） （高齢者部分休業中の給与） 

第４条 （略） 第５条 （略） 

（承認の取消し又は休業時間の短縮） （承認の取消し又は休業時間の短縮） 

第５条 （略） 第６条 （略） 

（休業時間の延長） （休業時間の延長） 

第６条 （略） 第７条 （略） 

（委任） （委任） 

第７条 （略） 第８条 （略） 

（美濃加茂市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例の一部改

正） 

第６条 美濃加茂市定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例（平

成２６年美濃加茂市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定年前に退職する意思を有する職員の募

集） 

（定年前に退職する意思を有する職員の募

集） 

第２条 任命権者は、定年前に退職する意思を

有する職員の募集であって、次に掲げるもの

を行うことができる。 

第２条 任命権者は、定年前に退職する意思を

有する職員の募集であって、次に掲げるもの

を行うことができる。 

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ること

を目的とし、定年から２０年を減じた年齢

以上の年齢である職員を対象として行う

募集 

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ること

を目的とし、定年から１５年を減じた年齢

以上の年齢である職員を対象として行う

募集 

(2) （略） (2) （略） 

附 則 附 則 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行

する。 

この条例は、平成２６年４月１日から施行す

る。 

２ 当分の間、第２条第１号中「定年」とある

のは「６０歳」とし、「２０年」とあるのは

「１５年」とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第２２項の規定は、
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公布の日から施行する。 

 （美濃加茂市職員の再任用に関する条例の廃止） 

２ 美濃加茂市職員の再任用に関する条例（平成１３年美濃加茂市条例第１６号）

は、廃止する。 

 （美濃加茂市職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う関する経過措置） 

３ 任命権者は、施行日（この条例の施行の日をいう。以下同じ。）前に第２条の

規定による改正前の美濃加茂市職員の定年等に関する条例（以下「旧条例」とい

う。）第４条第１項又は第２項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例

勤務延長期限（同条第１項の期限又は同条第２項の規定により延長された期限を

いう。以下この項において同じ。）が施行日以後に到来する職員（以下この項に

おいて「旧条例勤務延長職員」という。）について、旧条例勤務延長期限又はこ

の項の規定により延長された期限が到来する場合において、第２条の規定による

改正後の美濃加茂市職員の定年等に関する条例（以下「新条例」という。）第４

条第１項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの

期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。

ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第２条に規定する定

年退職日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

４ 任命権者は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１

１年４月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から

基準日の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年（新条例第３条

に規定する定年をいう。以下同じ。）が基準日の前日における新条例定年（基準

日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第３条に規定する定年。

以下「旧条例定年」という。）を超える職（基準日における新条例定年が新条例

第３条に規定する定年である職に限る。）及びこれに相当する基準日以後に設置

された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の３月３１日まで

の間に新条例第４条第１項若しくは第２項の規定、地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第６３号。以下「令和３年改正法」という。）附則第３条

第５項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同

日における当該職に係る新条例定年（基準日が施行日である場合には、旧条例定

年）に達している職員（当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員）を、

昇任し、降任し、又は転任することができない。 

５ 新条例第４条第３項及び第４項の規定は、附則第３項の規定による勤務につい

て準用する。 

６ 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢６５年に達する日以後における最初の

３月３１日（以下この項から附則第１３項までにおいて「特定年齢到達年度の末

日」という。）までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る旧条例定年（施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後
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に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に

設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）

に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考に

より、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用する

ことができる。 

(1) 施行日前に旧条例第２条の規定により退職した者 

(2) 旧条例第４条第１項若しくは第２項、令和３年改正法附則第３条第５項又は

附則第３項の規定により勤務した後退職した者 

(3) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にあるも

の 

(4) ２５年以上勤続して施行日前に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）で

あって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧地

方公務員法再任用（令和３年改正法による改正前の地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項の規定により採用することをいう。）又は暫定再任用（こ

の項、次項、附則第１１項又は第１２項の規定により採用することをいう。次

項第５号において同じ。）をされたことがあるもの 

７ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢

到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務

を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則

で定める情報に基づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該常

時勤務を要する職に採用することができる。 

(1) 施行日以後に新条例第２条の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職し

た者 

(3) 施行日以後に新条例第１２条の規定により採用された者のうち、令和３年改

正法による改正後の地方公務員法（以下「新地方公務員法」という。）第２２

条の４第３項に規定する任期が満了したことにより退職したもの 

(4) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある

もの 

(5) ２５年以上勤続して施行日以後に退職した者（前各号に掲げる者を除く。）

であって、当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫

定再任用をされたことがあるもの 

８ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲

内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採
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用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以

前でなければならない。 

９ 暫定再任用職員（附則第６項、第７項、第１１項又は第１２項の規定により採

用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。）の前項の規定による

任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、

当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す

事実に基づき良好である場合に行うことができる。 

１０ 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫

定再任用職員の同意を得なければならない。 

１１ 任命権者は、新地方公務員法第２２条の４第４項の規定にかかわらず、附則

第６項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であっ

て、当該者を採用しようとする短時間勤務の職（新条例第１２条に規定する短時

間勤務の職をいう。以下同じ。）に係る旧条例定年相当年齢（短時間勤務の職を

占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職

を占めているものとした場合における旧条例定年（施行日以後に新たに設置され

た短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間

勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合に

おいて、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種

の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢）

をいう。）に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、１年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。 

１２ 令和１４年３月３１日までの間、任命権者は、新地方公務員法第２２条の４

第４項の規定にかかわらず、附則第７項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年

度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職

に係る新条例定年相当年齢（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する

職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合にお

ける新条例定年をいう。附則第２１項において同じ。）に達している者（新条例

第１２条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。）

を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、１年を超え

ない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。 

１３ 前２項の場合においては、附則第８項から第１０項までの規定を準用する。 

１４ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職 

１５ 令和３年改正法附則第８条第３項の条例で定める年齢は、前項に規定する職

が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例第３条に規定す
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る定年に準じた当該職に係る年齢とする。 

１６ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。 

(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職 

(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職 

１７ 令和３年改正法附則第４条から第７条までの規定が適用される場合における

令和３年改正法附則第８条第４項の規定により読み替えて適用する新地方公務員

法第２２条の４第４項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日

に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を

要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたとき

における旧条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。 

１８ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、

当該職が基準日（附則第６項から第１３項までの規定が適用される間における各

年の４月１日（施行日を除く。）をいう。以下この項から第２０項までにおいて

同じ。）の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条

例定年が基準日の前日における新条例定年を超える職とする。 

(1) 基準日以後に新たに設置された職（短時間勤務の職を含む。） 

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職（短時間勤務の職を含

む。） 

１９ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める者は、前項に規定する職が

基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に

係る新条例定年に達している者とする。 

２０ 令和３年改正法附則第８条第５項の条例で定める職員は、附則第１８項に規

定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日におけ

る当該職に係る新条例定年に達している職員とする。 

２１ 任命権者は、基準日（令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和１１年４

月１日及び令和１３年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日

の翌年の３月３１日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前

日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職（基準日における新条例

定年相当年齢が新条例第３条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。）及

びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める

短時間勤務の職（以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤

務職」という。）に、基準日の前日までに新条例第１２条に規定する年齢６０年

以上退職者となった者（基準日前から新条例第４条第１項又は第２項の規定によ

り勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。）のうち基準日の前日において

同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年
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相当年齢に達しているもの（当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則

で定める者）を、新条例第１２条の規定により採用することができず、新条例原

則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、同条の規定により採用された職員（以下

この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）のうち基準日の前日

において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新

条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員（当該規則で定める

短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員）を、昇

任し、降任し、又は転任することができない。 

２２ 令和３年改正法附則第２条第３項に規定する条例で定める年齢は、年齢６０

年とする。 

 （美濃加茂市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２３ 暫定再任用短時間勤務職員（附則第１１項又は第１２項の規定により採用さ

れた職員をいう。）は、第３条の規定による改正後の美濃加茂市職員の育児休業

等に関する条例（以下「新育児休業条例」という。）第１８条第２号で規定する

定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新育児休業条例の規定を適用する。 
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議第６１号 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例について 

地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を

下記のとおり制定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条 

例 

 （美濃加茂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の

一部改正） 

第１条 美濃加茂市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条

例（昭和３４年美濃加茂市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じて、当該各号に掲げるものとす

る。 

第２条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じて、当該各号に掲げるものとす

る。 

(1) 法第２２条の４第１項又は第２２条の

５第１項若しくは第２項の規定により採

用された職員（以下「定年前再任用短時間

勤務職員」という。）以外の職員 給料、

扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務

手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手

当 

(1) 法第２８条の４第１項、第２８条の５

第１項又は第２８条の６第１項若しくは

第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用職員」という。）以外の職員 給

料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤

手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜

間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び

勤勉手当 

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に

掲げるもののうち、扶養手当及び住居手当

(2) 再任用職員 前号に掲げるもののう

ち、扶養手当及び住居手当を除いたもの 
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を除いたもの 

（非常勤職員の給与） （非常勤職員の給与） 

第４条 常勤を要しない職員（法第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項若しくは第

２項に規定する短時間勤務の職を占める職

員を除く。）については、任命権者は、常勤

の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給

与を支給するものとする。 

第４条 常勤を要しない職員（法第２８条の５

第１項又は第２８条の６第２項に規定する

短時間勤務の職を占める職員を除く。）につ

いては、任命権者は、常勤の職員との権衡を

考慮し、予算の範囲内で給与を支給するもの

とする。 

 （美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年美濃

加茂市条例第６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及

び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項第１号、第２２条の

４第１項又は第２２条の５第１項若しくは

第２項に規定する短時間勤務の職を占める

職員（以下「職員」という。）の給与の種類

は、給料、手当、報酬及び費用弁償とする。

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの及

び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項第１号、第２８条の

５第１項及び第２８条の６第２項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員（以下「職員」

という。）の給与の種類は、給料、手当、報

酬及び費用弁償とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員等について

の適用除外） 

（再任用職員等についての適用除外） 

第１６条 第４条、第５条及び第５条の３の規

定は、地方公務員法第２２条の４第１項若し

くは第２２条の５第１項若しくは第２項又

は地方公務員の育児休業等に関する法律第

１８条第１項の規定により採用された職員

には適用しない。 

第１６条 第４条、第５条及び第５条の３の規

定は、地方公務員法第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項、第２８条の６第１項若し

くは第２項又は地方公務員の育児休業等に

関する法律第１８条第１項の規定により採

用された職員には適用しない。 

 （美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 
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（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 地方公務員法第２２条の４第１項又は第

２２条の５第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員で同法第２２条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占めるも

の（以下「定年前再任用短時間勤務職員」と

いう。）の勤務時間は、第１項の規定にかか

わらず、休憩時間を除き、４週間を超えない

期間につき１週間当たり１５時間３０分を

下らず３１時間を超えない範囲内において、

任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第２８条の４第１項若しく

は第２８条の５第１項又は第２８条の６第

１項若しくは第２項の規定により採用され

た職員で同法第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占めるもの（以下「再任

用短時間勤務職員」という。）の勤務時間は、

第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除

き、４週間を超えない期間につき１週間当た

り１５時間３０分を下らず３１時間を超え

ない範囲内において、任命権者が定める。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。以下同じ。）と

する。ただし、任命権者は、育児短時間勤務

職員等については、必要に応じ、当該育児短

時間勤務等の内容に従いこれらの日に加え

て月曜日から金曜日までの５日間において

週休日を設けるものとし、定年前再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に

ついては、日曜日及び土曜日に加えて月曜日

から金曜日までの５日間において週休日を

設けることができる。 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時

間を割り振らない日をいう。以下同じ。）と

する。ただし、任命権者は、育児短時間勤務

職員等については、必要に応じ、当該育児短

時間勤務等の内容に従いこれらの日に加え

て月曜日から金曜日までの５日間において

週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員等について

は、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金

曜日までの５日間において週休日を設ける

ことができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日

間において、１日につき７時間４５分の勤務

時間を割り振るものとする。ただし、育児短

時間勤務職員等については、１週間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に

従い１日につき７時間４５分を超えない範

囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前

再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤

務職員等については、月曜日から金曜日まで

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日

間において、１日につき７時間４５分の勤務

時間を割り振るものとする。ただし、育児短

時間勤務職員等については、１週間ごとの期

間について、当該育児短時間勤務等の内容に

従い１日につき７時間４５分を超えない範

囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用

短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

等については、月曜日から金曜日までの５日
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の５日間において、１日につき７時間４５分

を超えない範囲内でこれを割り振るものと

する。 

間において、１日につき７時間４５分を超え

ない範囲内でこれを割り振るものとする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には、市の規

則の定めるところにより、４週間ごとの期間

につき８日の週休日（育児短時間勤務職員等

にあっては８日以上で当該育児短時間勤務

等の内容に従った週休日、定年前再任用短時

間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に

あっては８日以上の週休日）を設けなければ

ならない。ただし、職務の特殊性又は当該公

署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあ

っては、当該育児短時間勤務等の内容）によ

り、４週間ごとの期間につき８日（育児短時

間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員等にあっては、８

日以上）の週休日を設けることが困難である

職員について、市長と協議して、市の規則の

定めるところにより、４週間を超えない期間

につき１週間当たり１日以上の割合で週休

日（育児短時間勤務職員等にあっては、４週

間を超えない期間につき１週間当たり１日

以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容

に従った週休日）を設ける場合には、この限

りでない。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び

勤務時間の割振りを定める場合には、市の規

則の定めるところにより、４週間ごとの期間

につき８日の週休日（育児短時間勤務職員等

にあっては８日以上で当該育児短時間勤務

等の内容に従った週休日、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員等にあって

は８日以上の週休日）を設けなければならな

い。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特

殊の必要（育児短時間勤務職員等にあって

は、当該育児短時間勤務等の内容）により、

４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤

務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員等にあっては、８日以上）の

週休日を設けることが困難である職員につ

いて、市長と協議して、市の規則の定めると

ころにより、４週間を超えない期間につき１

週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短

時間勤務職員等にあっては、４週間を超えな

い期間につき１週間当たり１日以上の割合

で当該育児短時間勤務等の内容に従った週

休日）を設ける場合には、この限りでない。

（年次有給休暇） （年次有給休暇） 

第１２条 年次有給休暇は、１の年ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、１の年において、

次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる日数とする。 

第１２条 年次有給休暇は、１の年ごとにおけ

る休暇とし、その日数は、１の年において、

次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる日数とする。 

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職

員 ２０日（育児短時間勤務職員等、定年

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職

員 ２０日（育児短時間勤務職員等、再任
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前再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員等にあっては、その者の勤務時

間等を考慮し２０日を超えない範囲内で

市の規則で定める日数） 

用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務

職員等にあっては、その者の勤務時間等を

考慮し２０日を超えない範囲内で市の規

則で定める日数） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（非常勤職員の勤務時間、休暇等） （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

第１９条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤

務職員を除く。）の勤務時間、休暇等につい

ては、その職務の性質等を考慮して、市の規

則の定める基準に従い、任命権者が定める。

第１９条 非常勤職員（再任用短時間勤務職員

を除く。）の勤務時間、休暇等については、

その職務の性質等を考慮して、市の規則の定

める基準に従い、任命権者が定める。 

 （美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１６年美濃

加茂市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（報告事項） （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の

状況に関し、任命権者が報告しなければなら

ない事項は、職員（臨時的に任用された職員

及び非常勤職員（法第２２条の４第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次の事項

とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の

状況に関し、任命権者が報告しなければなら

ない事項は、職員（臨時的に任用された職員

及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員を除

く。）を除く。以下同じ。）に係る次の事項

とする。 

(1)～(11) （略） (1)～(11) （略） 

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。

 （美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６

条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により

採用された職員をいう。）で地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２
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条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第３条の規定による改

正後の美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（以下「新条例」という。）

第２条第３項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定

を適用する。
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議第６２号 

   美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和４年１１月２８日  

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

   美濃加茂市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市職員の分限に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２７条第２項及び第２８条第３項の規定に

基づき、職員の分限に関し必要な事項を定め

る。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２７条第２項及び第２８条第３項の規定に

基づき、職員の意に反する休職の事由、職員

の意に反する降任、免職、及び休職の手続及

び効果に関し規定することを目的とする。 

（降任及び免職の手続） （降任及び免職の手続） 

第２条 任命権者は、職員をその意に反して降

任し、又は免職する場合においては次の各号

のいずれかに従わなければならない。 

第２条 任命権者は、職員をその意に反して降

任し、又は免職する場合においては次の各号

の一に従わなければならない。 

(1) 法第２８条第１項第１号の事由による

処分を行う場合は、人事評価その他の勤務

成績を評定するに足ると認められる客観

的事実に基づき、職員の能力評価又は業績

評価の実施権者による確認が行われた全

体評語が最下位の段階である場合（以下

「定期評価の全体評語が最下位の段階で

(1) 法第２８条第１項第１号（勤務成績の不

良）の事由に因る処分を行う場合は（勤務

成績評定書その他の）勤務成績を評定する

に足ると認められる客観的事実に基き、明

らかに勤務実績が不良であると認められ

た場合とすること。 
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ある場合」という。）その他勤務の状況を

示す事実に基づき勤務実績が良くないと

認められた場合で、指導その他の任命権者

が定める措置を行つたにもかかわらず、勤

務実績が良くないことが明らかなときと

すること。 

(2) 法第２８条第１項第２号の事由による

処分を行う場合は、任命権者の指定する医

師２人によつて職務の遂行に支障があり

又はこれに堪えないと診断された場合と

すること。 

(2) 同条同項第２号（心身の故障）の事由に

因る処分を行う場合は任命権者の指定す

る医師２人によつて職務の遂行に支障が

あり又はこれに堪えないと診断された場

合とすること。 

(3) 法第２８条第１項第３号の事由による

処分を行う場合は、当該職員をその現に有

する適格性を必要とする他の職種に転任

させることのできない場合に限ること。 

(3) 同条同項第３号（適格性の欠除）の事由

に因る処分を行う場合は、当該職員をその

現に有する適格性を必要とする他の職種

に転任させることのできない場合に限る

こと。 

(4) 法第２８条第１項第４号の事由による

処分を行う場合において、職員のうちいず

れを降任し、又は免職するかは、任命権者

の定めるところによること。ただし、法第

１３条に定める平等取扱の原則及び法第

５６条に定める不利益取扱の禁止の規定

に違反してこれを行うことはできない。 

(4) 同条同項第４号（廃職過員）の事由に因

る処分を行う場合において職員のうちい

ずれを降任し、又は免職するかは、任命権

者の定めるところによること。但し、法第

１３条に定める平等取扱の原則及び法第

５６条に定める不利益取扱の禁止の規定

に違反してこれを行うことはできない。 

２ 職員の意に反する降任又は免職の処分は、

その旨を記載した書面を当該職員に交付し

て行わなければならない。 

２ 職員の意に反する降任又は免職の処分は

その旨を記載した書面を当該職員に交付し

て行わなければならない。 

（休職の手続） （休職の手続） 

第３条 前条第１項第２号及び第２項の規定

は、任命権者が法第２８条第２項第１号の規

定に該当するものとして職員を休職する場

合に準用する。この場合において、前条第１

項第２号中「任命権者の指定する医師２人」

とあるのは「任命権者の指定する医師２人

（任命権者及び当該職員が同意するときは、

任命権者の指定する医師１人とすることが

第３条 前条第１項第２号及び第２項の規定

は任命権者が法第２８条第２項第１号の規

定に該当するものとして職員を休職する場

合に準用する。 
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できる。）」と読み替えるものとする。 

（休職の期間） （休職の期間） 

第４条 法第２８条第２項第１号の規定に該

当する場合における休職の期間は休養を要

する程度に応じ、第１条の２の規定に該当す

る場合における休職の期間は必要に応じ、い

ずれも３年を超えない範囲内において、それ

ぞれ個々の場合について任命権者が定める。

ただし、その期間が３年に満たない場合に

は、その休職を発令した日から引き続き３年

を超えない限度においてこれを更新するこ

とができる。 

第４条 法第２８条第２項第１号（心身の故障

に因る休養）の規定に該当する場合における

休職の期間は休養を要する程度に応じ、第１

条の２の規定に該当する場合における休職

の期間は、必要に応じ、いずれも３年を超え

ない範囲内において、それぞれ個々の場合に

ついて任命権者が定める。但し、その期間が

３年に満たない場合には、その休職を発令し

た日から引続き３年を超えない限度におい

てこれを更新することができる。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による休職

の期間中であつても、その事由が消滅したと

認められるときは、休職は当然終了したもの

とし、速やかに復職を命じなければならな

い。ただし、任命権者の指定する医師２人（任

命権者及び当該職員が同意するときは、任命

権者の指定する医師１人とすることができ

る。）によつて職務の遂行に支障がなく又は

これに堪えうると診断された場合でなけれ

ばならない。 

２ 任命権者は職員が前項の規定による休職

の期間中であつても、その事由が消滅したと

認められるときは、休職は当然終了したもの

とし、すみやかに復職を命じなければならな

い。但し任命権者の指定する医師２人によつ

て職務の遂行に支障がなく又はこれに堪え

うると診断された場合でなければならない。

３ 法第２８条第２項第２号の規定に該当す

る場合における休職の期間は、当該刑事事件

が裁判所に係属する間とする。 

３ 法第２８条第２項第２号（刑事事件に因る

起訴）の規定に該当する場合における休職の

期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間

とする。 

４ 法第２８条第２項第２号の規定により休

職の処分を受けた者で、その事件について罰

金以下の刑に処せられたものは、その裁判確

定の日において当然に復職する。 

４ 法第２８条第２項第２号の規定により休

職の処分を受けた者で、その事件について罰

金以下の刑に処せられたものはその裁判確

定の日において当然に復職する。 

５ （略） ５ （略） 

（休職者の身分、給与） （休職者の身分、給与） 

第５条 休職者は、職員としての身分を保有す

るが職務に従事しない。 

第５条 休職者は職員としての身分を保有す

るが職務に従事しない。 
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２ （略） ２ （略） 

（降給の種類） 

第６条 降給の種類は、降格（職員の意に反し

て、当該職員の職務の級を同一の給料表の下

位の職務の級に変更することをいう。以下同

じ。）及び降号（職員の意に反して、当該職

員の号給を同一の職務の級の下位の号給に

変更することをいう。以下同じ。）並びに法

第２８条の２第１項に規定する降給（同項本

文の規定による他の職への転任により現に

属する職務の級より同一の給料表の下位の

職務の級に分類されている職務を遂行する

こととなつた場合において、降格することを

いう。）とする。 

（降格の事由） 

第７条 任命権者は、職員が降任により現に属

する職務の級より同一の給料表の下位の職

務の級に分類されている職務を遂行するこ

ととなつた場合のほか、次の各号のいずれか

に掲げる事由に該当し、必要があると認める

場合は、当該職員を降格するものとする。こ

の場合において、第２号の規定により職員の

うちいずれを降格させるかは、任命権者が、

勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、

公正に判断して定めるものとする。 

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する

場合（職員が降任された場合を除く。） 

ア 定期評価の全体評語が最下位の段階

である場合その他勤務の状況を示す事

実に基づき勤務実績が良くないと認め

られる場合において、指導その他の任命

権者が定める措置を行ったにもかかわ

らず、なお勤務実績が良くない状態が改

善されないときであつて、当該職員がそ

の職務の級に分類されている職務を遂
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行することが困難であると認められる

とき。 

イ 任命権者が指定する医師２名によつ

て、心身の故障があると診断され、その

故障のため職務の遂行に支障があり、又

はこれに堪えないことが明らかなとき。

ウ 職員がその職務の級に分類されてい

る職務を遂行することについての適格

性を判断するに足りると認められる事

実に基づき、当該適格性を欠くと認めら

れる場合において、指導その他の任命権

者が定める措置を行つたにもかかわら

ず、当該適格性を欠く状態がなお改善さ

れないとき（ア及びイに掲げる場合を除

く。）。 

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減

少により職員の属する職務の級の職の数

に不足が生じた場合 

（降号の事由） 

第８条 任命権者は、定期評価の全体評語が最

下位の段階である場合その他勤務の状況を

示す事実に基づき勤務実績が良くないと認

められる場合であり、かつ、その職務の級に

分類されている職務を遂行することが可能

であると認められる場合であつて、指導その

他の任命権者が定める措置を行つたにもか

かわらず、なお勤務実績が良くない状態が改

善されない場合において、必要があると認め

るときは、当該職員を降号するものとする。

（通知書の交付） 

第９条 任命権者は、職員を降給させる場合に

は、その旨を記載した書面を当該職員に交付

して行わなければならない。 

（受診命令に従う義務） 
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第１０条 職員は、第２条第１項第２号（第３

条において準用する場合を含む。）及び第７

条第１号イに規定する診断を受けるよう命

ぜられた場合には、これに従わなければなら

ない。 

（委任） （この条例の実施に関し必要な事項） 

第１１条 この条例の実施に関し必要な事項

は、任命権者が定める。 

第６条 この条例の実施に関し必要な事項は

任命権者が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（読替規定） 

２ 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年美濃加茂

市条例第●●号）第２条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条

例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号。以下「新給与条例」という。）附則第

７項の規定の適用を受ける職員に対する第６条の規定の適用については、当分の

間、同条中「とする」とあるのは「並びに美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭

和２９年美濃加茂市条例第２３号）附則第７項の規定による降給とする」とする。 

（適用除外） 

３ 第９条の規定は、新給与条例附則第７項の規定による降給の場合には、適用し

ない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、市長が別に定め

る規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった

旨の通知を行うものとする。 
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議第６３号 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市附属機関の設置に関する条例（平成２３年美濃加茂市条例第２号）の

一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

別表(第１条―第４条関係) 別表(第１条―第４条関係) 

１ 市長の附属機関 １ 市長の附属機関 

（略） （略） 

２ 教育委員会の附属機関 ２ 教育委員会の附属機関 

附属機関

名 

所掌事

項 

委員の構

成 

委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加茂

市教育振

興基本計

画策定委

員会 

（略） 

美濃加

茂市学

校給食

食物ア

レルギ

学校給

食にお

ける食

物アレ

ルギー

( 1 )  学

校医 

( 2 )  薬

剤師 

( 3 )  関

１ ０

人 以

内 

審 議

事 項

の 諮

問 を

受 け

附属機関

名 

所掌事

項 

委員の構

成 

委員の

定数 

委員の

任期 

（略） 

美濃加茂

市教育振

興基本計

画策定委

員会 

（略） 
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ー対応

方針策

定委員

会 

対応方

針の策

定に関

するこ

と。 

係 行

政 機

関 の

職員 

て か

ら 答

申 を

行 う

まで 

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

２ 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年

美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係) 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠とな

る法律、条

例等 

報酬

の額 

費用

弁償 

（略） （略） （略） （略） 

美濃加茂市予

防接種健康被

害調査委員会

委員 

（略） 

美濃加茂市学

校給食食物ア

レルギー対応

方針策定委員

会委員 

美濃加茂市高

齢者施策等運

営協議会委員 

（略） 

（略） 

区分 根拠とな

る法律、条

例等 

報酬

の額 

費用

弁償 

（略） （略） （略） （略） 

美濃加茂市予

防接種健康被

害調査委員会

委員 

（略） 

美濃加茂市高

齢者施策等運

営協議会委員 

（略） 

（略） 
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議第６４号 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

  令和４年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあつては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）に

おいて受けるべき扶養手当の月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額を加

算した額に、６月に支給する場合におい

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれその基準日現在（退職し、又

は死亡した職員にあつては、退職し、又は

死亡した日現在。次項において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額及びこれ

に対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に、１００分の９５（特定管理職員
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ては１００分の９５（特定管理職員にあ

つては、１００分の１１５）、１２月に支

給する場合においては１００分の１０５

（特定管理職員にあつては、１００分の

１２５）を乗じて得た額の総額 

にあつては、１００分の１１５）を乗じて

得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再

任用職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給

する場合においては１００分の４５（特定

管理職員にあつては、１００分の５５）、１

２月に支給する場合においては１００分

の５０（特定管理職員にあつては、１００

分の６０）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再

任用職員の勤勉手当基礎額に１００分の

４５（特定管理職員にあつては、１００分

の５５）を乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正後）】 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正前）】 

【別表第１（改正前）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

（略） 

再任

用職

員以

外の

職員

１ 146,100 195,500 231,500 264,200 289,700（略） 

２ 147,200 197,300 233,100 266,000 291,900

３ 148,400 199,100 234,600 267,800 294,000

４ 149,500 200,900 236,200 269,900 296,000

５ 150,600 202,400 237,600 271,600 297,900

６ 151,700 204,200 239,300 273,400 300,000

７ 152,800 206,000 240,800 275,200 302,200

８ 153,900 207,800 242,400 277,200（略） 

９ 154,900 209,400 243,500 279,200

１０ 156,300 211,200 245,000 281,200

１１ 157,600 213,000 246,600 283,100

１２ 158,900 214,800 247,900 285,000

１３ 160,100 216,200 249,400 287,000

１４ 161,600 218,000 250,800 288,900
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１５ 163,100 219,700 252,100 290,800

１６ 164,700 221,500 253,500（略） 

１７ 165,900 223,200 255,000

１８ 167,400 224,900 256,500

１９ 168,900 226,500 258,200

２０ 170,400 228,100 260,000

２１ 171,700 229,500 261,600

２２ 174,400 231,200 263,300

２３ 177,000 232,800 264,900

２４ 179,600 234,400 266,500

２５ 182,200 235,400 268,400

２６ 183,900 236,900 270,200

２７ 185,500 238,300 271,900

２８ 187,200 239,500 273,600

２９ 188,700 240,700 275,300

３０ 190,400 241,900 277,000

３１ 192,200 242,900 278,800

３２ 193,900 244,100 280,300

３３ 195,500 245,400 281,800

３４ 196,900 246,400 283,700

３５ 198,400 247,600 285,500

３６ 199,900 248,900（略） 

３７ 201,200 249,800

３８ 202,500 251,100

３９ 203,700 252,300

４０ 205,000 253,600

４１ 206,300 255,000

４２ 207,600 256,400

４３ 208,900 257,600

４４ 210,200 258,800

４５ 211,300 260,000

４６ 212,600 261,200

４７ 213,900 262,500

４８ 215,200 263,600

４９ 216,300 264,700

５０ 217,400 265,800
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５１ 218,400 267,100

５２ 219,500 268,400

５３ 220,600 269,400

５４ 221,600 270,500

５５ 222,500 271,800

５６ 223,500（略） 

５７ 223,800

５８ 224,600

５９ 225,400

６０ 226,100

６１ 226,800

６２ 227,800

６３ 228,600

６４ 229,400

６５ 230,100

６６ 230,800

６７ 231,700

６８ 232,700

６９ 233,400

７０ 234,000

７１ 234,500

７２ 235,200

７３ 236,000

７４ 236,600

７５ 237,200

７６ 237,700

７７ 238,400

７８ 239,100

７９ 239,800

８０ 240,300

８１ 240,800

８２ 241,500

８３ 242,200

８４ 242,900

８５ 243,500

８６ 244,200
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８７ 244,900

（略） 

（略） 

【別表第１（改正後）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

（略） 

再任

用職

員以

外の

職員

１ 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700（略） 

２ 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900

３ 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000

４ 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000

５ 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800

６ 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800

７ 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600

８ 157,900 210,800 244,900 278,300 （略） 

９ 158,900 212,400 246,000 280,200

１０ 160,300 214,200 247,500 282,200

１１ 161,600 216,000 249,000 284,100

１２ 162,900 217,800 250,300 286,000

１３ 164,100 219,200 251,800 287,900

１４ 165,600 221,000 253,000 289,700

１５ 167,100 222,700 254,300 291,200

１６ 168,700 224,500 255,500 （略） 

１７ 169,800 226,100 256,800

１８ 171,200 227,800 258,200

１９ 172,600 229,400 259,600

２０ 174,000 230,900 261,100

２１ 175,300 232,200 262,700

２２ 177,800 233,800 264,400

２３ 180,300 235,400 266,000

２４ 182,800 236,900 267,600

２５ 185,200 237,900 269,400

２６ 186,900 239,400 271,200

２７ 188,500 240,700 272,900
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２８ 190,200 241,900 274,600

２９ 191,700 243,100 276,200

３０ 193,400 244,100 277,900

３１ 195,200 245,100 279,700

３２ 196,900 246,100 281,200

３３ 198,500 247,200 282,400

３４ 199,900 248,100 284,100

３５ 201,400 249,000 285,700

３６ 202,900 250,000 （略） 

３７ 204,200 250,900

３８ 205,500 252,200

３９ 206,700 253,400

４０ 208,000 254,700

４１ 209,300 256,000

４２ 210,600 257,400

４３ 211,900 258,600

４４ 213,200 259,800

４５ 214,300 260,900

４６ 215,600 262,100

４７ 216,900 263,400

４８ 218,200 264,500

４９ 219,200 265,600

５０ 220,300 266,600

５１ 221,300 267,800

５２ 222,300 268,900

５３ 223,300 269,900

５４ 224,200 270,900

５５ 225,100 272,000

５６ 226,000 （略） 

５７ 226,300

５８ 227,100

５９ 227,800

６０ 228,500

６１ 229,200

６２ 230,000

６３ 230,700
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６４ 231,300

６５ 231,900

６６ 232,500

６７ 233,100

６８ 233,800

６９ 234,500

７０ 235,100

７１ 235,600

７２ 236,300

７３ 237,000

７４ 237,600

７５ 238,200

７６ 238,700

７７ 239,300

７８ 240,000

７９ 240,700

８０ 241,200

８１ 241,700

８２ 242,300

８３ 242,900

８４ 243,400

８５ 243,900

８６ 244,500

８７ 245,100

（略） 

（略） 

第２条 美濃加茂市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給料） （給料） 

第２条 給料は、美濃加茂市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条

例第２号。以下「勤務時間条例」という。）

第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以

下単に「正規の勤務時間」という。）による

勤務に対する報酬であつて、この条例に定め

第２条 給料は、美濃加茂市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条

例第２号。以下「勤務時間条例」という。）

第８条第１項に規定する正規の勤務時間（以

下単に「正規の勤務時間」という。）による

勤務に対する報酬であつて初任給調整手当、
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る初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手

当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職

員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害

派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型

インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除い

たものとする。 

管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、

宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手

当、勤勉手当、災害派遣手当、武力攻撃災害

等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急

事態派遣手当を除いたものとする。 

２ 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設

等の全部又は一部が職員に支給される場合

においては、別に条例で定めるところにより

その相当額をその職員の給料から控除する。

２ 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設

等の全部又は一部が職員に支給される場合

に於いては、別に条例で定めるところにより

その相当額をその職員の給料から控除する。

 （任命権者の責務）  （任命権者の責務） 

第４条 任命権者は、別に市長の定めるところ

に従い、全ての職員の職を前条第２項に規定

する級のいずれかに格付し、同条第１項の給

料表（以下「給料表」という。）により、そ

れぞれその所属の職員がその毎月の給料の

支給を受けるようこの条例を適用しなけれ

ばならない。 

第４条 任命権者は別に市長の定めるところ

に従いすべての職員の職を前条第２項に規

定する級のいずれかに格付し、同条第１項の

給料表（以下「給料表」という。）により、

それぞれその所属の職員がその毎月の給料

の支給を受けるようこの条例を適用しなけ

ればならない。 

（級等の決定） （級等の決定） 

第５条 市長は、地方公共団体の組織に関する

法令、条例、市の規則及び市の機関の定める

規程の趣旨に従い、並びに第３条第２項の規

定に基づく分類の基準に適合するように、か

つ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定

し、又は改定することができる。 

第５条 市長は、地方公共団体の組織に関する

法令、条例、市の規則及び市の機関の定める

規程の趣旨に従い、並びに第３条第２項の規

定に基づく分類の基準に適合するように、か

つ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定

し又は改定することができる。 

２ （略） ２ （略） 

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となつ

た者の号給は、別に市の規則で定める初任給

の基準に従い決定する。ただし、地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号。以下「育児休業法」という。）第

１０条第３項の規定により同条第１項に規

定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤

３ 新たに給料表の適用を受ける職員となつ

た者の号給は、別に市の規則で定める初任給

の基準に従い決定する。ただし、地方公務員

の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号。以下「育児休業法」という。）第

１０条第３項の規定により同条第１項に規

定する育児短時間勤務（以下「育児短時間勤
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務」という。）の承認を受けた職員（育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をす

ることとなつた職員を含む。以下「育児短時

間勤務職員等」という。）及び育児休業法第

１８条第１項の規定により採用された同項

に規定する短時間勤務職員（以下「任期付短

時間勤務職員」という。）の給料月額にあつ

ては、その者の受ける号給に応じた額に、勤

務時間条例第２条第２項（任期付短時間勤務

職員にあつては第２条第４項）の規定により

定められたその者の勤務時間を同条第１項

に規定する勤務時間で除して得た数（以下

「算出率」という。）を乗じて得た額とする。

務」という。）の承認を受けた職員（同法第

１７条の規定による短時間勤務をすること

となつた職員を含む。以下「育児短時間勤務

職員等」という。）及び同法第１８条第１項

の規定により採用された同項に規定する短

時間勤務職員（以下「育児任期付短時間勤務

職員」という。）の給料月額にあつては、そ

の者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条

例第２条第２項（育児任期付短時間勤務職員

にあつては第２条第４項）の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数（以下「算出

率」という。）を乗じて得た額とする。 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に

移つた場合又は一の職から同じ職務の級の

初任給の基準を異にする他の職に移つた場

合等における号給は、別に市の規則で定める

ところにより決定する。ただし、育児短時間

勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の給

料月額にあつては、その者の受ける号給に応

じた額に、算出率を乗じて得た額とする。 

４ 職員が一の職務の級から他の職務の級に

移つた場合又は一の職務から同じ職務の初

任給の基準を異にする他の職に移つた場合

等における号給は、別に市の規則で定めると

ころにより決定する。ただし、育児短時間勤

務職員等及び育児任期付短時間勤務職員の

給料月額にあつては、その者の受ける号給に

応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

（定年前再任用短時間勤務職員の給料月額） （再任用職員の給料月額） 

第５条の２ 法第２２条の４第１項又は第２

２条の５第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員（以下「定年前再任用短時

間勤務職員」という。）の給料月額は、当該

定年前再任用短時間勤務職員に適用される

給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄

に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再

任用短時間勤務職員の属する職務の級に応

じた額に、勤務時間条例第２条第３項の規定

により定められた当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定す

る勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

とする。 

第５条の２ 法第２８条の４第１項、第２８条

の５第１項又は第２８条の６第１項若しく

は第２項の規定により採用された職員（以下

「再任用職員」という。）の給料月額は、そ

の者に適用される給料表の再任用職員の欄

に掲げる給料月額のうち、その者の属する職

務の級に応じた額（育児短時間勤務の承認を

受けた場合（育児休業法第１７条の規定によ

る短時間勤務をすることとなつた場合を含

む。）にあつては、当該額に、勤務時間条例

第２条第３項の規定により定められたその

者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務

時間で除して得た数を乗じて得た額）とす

る。 
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 ２ 法第２８条の５第１項又は第２８条の６

第２項に規定する短時間勤務の職を占める

職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）

の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同

項の規定による給料月額に、勤務時間条例第

２条第３項の規定により定められたその者

の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

 （昇給）  （昇給） 

第６条 職員の昇給は、市の規則で定める日

に、同日前１年間における当該職員の勤務成

績に応じて、行うものとする。 

第６条 職員の昇給は、市の規則で定める日

に、同日前１年間におけるその者の勤務成績

に応じて、行うものとする。 

２ 前項の規定により職員を昇給させるか否

か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同

項に規定する期間の全部を良好な成績で勤

務した職員の昇給の号給数を４号給（給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が６級

以上であるものにあつては、３号給）とする

ことを標準として市の規則で定める基準に

従い決定するものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の

給料月額にあつては、当該職員の受ける号給

に応じた額に、算出率を乗じて得た額とす

る。 

２ 前項の規定により職員を昇給させるか否

か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同

項に規定する期間の全部を良好な成績で勤

務した職員の昇給の号給数を４号給（給料表

の適用を受ける職員でその職務の級が６級

以上であるものにあつては、３号給）とする

ことを標準として市の規則で定める基準に

従い決定するものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等及び育児任期付短時間勤務職

員の給料月額にあつては、その者の受ける号

給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とす

る。 

３ ５５歳（市の規則で定める職員にあつて

は、５６歳以上の年齢で市の規則で定めるも

の）を超える職員に関する第１項の規定の適

用については、前項本文の規定にかかわら

ず、第１項に規定する期間における勤務成績

が極めて良好又は特に良好である職員に限

り昇給させるものとし、昇給の号給数は、当

該職員の勤務成績に応じて市の規則で定め

る基準に従い決定するものとする。 

３ ５５歳（市の規則で定める職員にあつて

は、５６歳以上の年齢で市の規則で定めるも

の）を超える職員に関する第１項の規定の適

用については、前項本文の規定にかかわら

ず、第１項に規定する期間における勤務成績

が極めて良好又は特に良好である職員に限

り昇給させるものとし、昇給の号給数は、そ

の者の勤務成績に応じて市の規則で定める

基準に従い決定するものとする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 （給料の支給）  （給料の支給） 

- 44 -



第７条 給料の計算期間（以下「給与期間」と

いう。）は、月の１日から末日までとし、給

料は、当該給与期間内において市の規則で定

める支給日にその月額の全額を支給する。 

第７条 給料の計算期間（以下「給与期間」と

いう。）は月の１日から末日までとし、給料

は当該給与期間内において規則で定める支

給日にその月額の全額を支給する。 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 職員が停職、無給休暇又は休職の終了によ

り復帰したときは、その日から給料を支給す

る。 

４ 職員が停職、無給休暇又は休職の終了によ

り復帰したときはその日から給料を支給す

る。 

５ 第１項、第２項又は前項の規定により給料

を支給する場合であつて、給与期間の初日か

ら支給するとき以外のとき、又は給与期間の

末日まで支給するとき以外のときは、その給

料額は、その給与期間の現日数から勤務時間

条例第３条第１項及び第４項、第４条並びに

第５条の規定に基づく週休日の日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによつて計

算する。 

５ 第１項、第２項又は前項の規定により給料

を支給する場合であつて給与期間の初日か

ら支給するとき以外のとき又は給与期間の

末日まで支給するとき以外のときは、その給

料額は、その給与期間の現日数から勤務時間

条例第３条第１項及び第４項、第４条並びに

第５条の規定に基づく週休日の日数を差し

引いた日数を基礎として日割りによつて計

算する。 

 （給料の調整額） （給料の調整額） 

第９条 市長は、職務の複雑、困難若しくは責

任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境

その他の勤労条件が同じ職務の級に属する

他の職員に比して著しく特殊な職員に対し、

適当でないと認めるときは、その特殊性に基

づき、給料月額につき適正な調整額表を定め

ることができる。 

第９条 市長は、職務の複雑、困難若しくは責

任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境

その他の勤労条件が同じ職務の級に属する

他の職員に比して著しく特殊な職員に対し、

適当でないと認めるときは、その特殊性に基

き給料月額につき適正な調整額表を定める

ことができる。 

２ 前項の規定による給料の調整額は、その調

整前における給料月額の１００分の２５を

超えてはならない。 

２ 前項の規定による給料の調整額はその調

整前における給料月額の１００分の２５を

こえてはならない。 

 （初任給調整手当）  （初任給調整手当） 

第９条の２ （略） 第９条の２ （略） 

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規

定により初任給調整手当を支給される職員

との権衡上必要があると認められる職員に

２ 前項の職に在職する職員のうち、同項の規

定により初任給調整手当を支給される職員

との権衡上必要があると認められる職員に
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は、同項の規定に準じて、初任給調整手当を

支給する。 

は同項の規定に準じて、初任給調整手当を支

給する。 

３ 前２項の規定により初任給調整手当を支

給される職員の範囲、初任給調整手当の支給

期間及び支給額その他初任給調整手当の支

給に関し必要な事項は、市の規則で定める。

３ 前２項の規定により初任給調整手当を支

給される職員の範囲、初任給調整手当の支給

期間及び支給額その他初任給調整手当の支

給に関し必要な事項は市の規則で定める。 

（管理職手当）  （管理職手当） 

第９条の３ 管理職手当は、管理又は監督の地

位にある職員のうち市の規則で指定するも

の（以下「管理職員」という。）について、

その職務の特殊性に基づき、市の規則の定め

る基準に従い支給する。 

第９条の３ 管理職手当は管理又は監督の地

位にある職員のうち規則で指定する者（以下

「管理職員」という。）について、その職務

の特殊性に基づき、規則の定める基準に従い

支給する。 

２ 前項の規定による管理職手当は、当該管理

職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額の１００分の２５を超えてはな

らない。 

２ 前項の管理職手当の額は、その管理職員の

属する職務の級における最高の号給の給料

月額の１００分の２５を超えてはならない。

 （扶養手当）  （扶養手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に

生計の途がなく主としてその職員の扶養を

受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に

生計の途がなく主としてその職員の扶養を

うけているものをいう。 

 (1)～(6)  （略）  (1)～(6)  （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

第１１条 新たに職員となつた者に扶養親族

がある場合又は職員に次の各号のいずれか

に該当する事実が生じた場合においては、そ

の職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出

なければならない。 

第１１条 新たに職員となつた者に扶養親族

がある場合又は職員に次の各号のいずれか

に掲げる事実が生じた場合においては、その

職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出な

ければならない。 

 (1)・(2)  （略）  (1)・(2)  （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（地域手当） （地域手当） 

第１１条の２ 地域手当は、市の規則で定める

地域に在勤する職員に支給する。 

第１１条の２ 地域手当は、規則で定める地域

に在勤する職員に支給する。 
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２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び

扶養手当の月額の合計額に１００分の２０

を超えない範囲内で市の規則で定める割合

を乗じて得た額とする。 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び

扶養手当の月額の合計額に１００分の２０

を超えない範囲内で規則で定める割合を乗

じて得た額とする。 

 （通勤手当） （通勤手当） 

第１２条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給

する。 

第１２条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給

する。 

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以

下この項及び次項において「交通機関等」

という。）を利用してその運賃又は料金（以

下この項及び次項において「運賃等」とい

う。）を負担することを常例とする職員（交

通機関等を利用しなければ通勤すること

が著しく困難である職員以外の職員であ

つて交通機関等を利用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるもの及び

第３号に掲げる職員を除く。） 

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以

下「交通機関等」という。）を利用してそ

の運賃又は料金（以下「運賃等」という。）

を負担することを常例とする職員（交通機

関等を利用しなければ通勤することが著

しく困難である職員以外の職員であつて

交通機関等を利用しないで通勤するもの

とした場合の通勤距離が片道２キロメー

トル未満であるもの及び第３号に掲げる

職員を除く。） 

 (2) 通勤のため自動車その他の交通の用具

で市の規則で定めるもの（以下この条にお

いて「自動車等」という。）を使用するこ

とを常例とする職員（自動車等を使用しな

ければ通勤することが著しく困難である

職員以外の職員であつて自動車等を使用

しないで徒歩により通勤するものとした

場合の通勤距離が片道２キロメートル未

満であるもの及び次号に掲げる職員を除

く。） 

 (2) 通勤のため自動車その他の交通の用具

で市の規則で定めるもの（以下「自動車等」

という。）を使用することを常例とする職

員（自動車等を使用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員で

あつて自動車等を使用しないで通勤する

ものとした場合の通勤距離が片道２キロ

メートル未満であるもの及び次号に掲げ

る職員を除く。） 

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその

運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用す

ることを常例とする職員（交通機関等を利

用し、又は自動車等を使用しなければ通勤

することが著しく困難である職員以外の

職員であつて、交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその

運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用す

ることを常例とする職員（交通機関等を利

用し、又は自動車等を使用しなければ通勤

することが著しく困難である職員以外の

職員であつて交通機関等を利用せず、か

つ、自動車等を使用しないで徒歩により通
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勤するものとした場合の通勤距離が片道

２キロメートル未満であるものを除く。）

勤するものとした場合の通勤距離が片道

２キロメートル未満であるものを除く。）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の

区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期

間につき、市の規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤

に要する運賃等の額に相当する額（以下こ

の号において「運賃等相当額」という。）。

ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

数で除して得た額（以下この号及び第３号

において「１月当たりの運賃等相当額」と

いう。）が５５，０００円を超えるときは、

支給単位期間につき、５５，０００円に支

給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職

員が２以上の交通機関等を利用するもの

として当該運賃等の額を算出する場合に

おいて、１月当たりの運賃等相当額の合計

額が５５，０００円を超えるときは、当該

職員の通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間につき、５５，０

００円に当該支給単位期間の月数を乗じ

て得た額） 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期

間につき、市の規則で定めるところにより

算出したその者の支給単位期間の通勤に

要する運賃等の額に相当する額（以下「運

賃等相当額」という。）。ただし、運賃等

相当額を支給単位期間の月数で除して得

た額（以下「１箇月当たりの運賃等相当額」

という。）が５５，０００円を超えるとき

は、支給単位期間につき、５５，０００円

に支給単位期間の月数を乗じて得た額（そ

の者が２以上の交通機関等を利用するも

のとして当該運賃等の額を算出する場合

において、１箇月当たりの運賃等相当額の

合計額が５５，０００円を超えるときは、

その者の通勤手当に係る支給単位期間の

うち最も長い支給単位期間につき、５５，

０００円に当該支給単位期間の月数を乗

じて得た額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 市の規則で

定める通勤距離に応じ、支給単位期間につ

き算出した額（定年前再任用短時間勤務職

員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時

間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの

通勤回数を考慮して市の規則で定める職

員にあつては、その額から、その額に市の

規則で定める割合を乗じて得た額を減じ

た額）。ただし、その支給月額は、最高３

１，６００円を超えることはできない。 

(2) 前項第２号に掲げる職員 市の規則で

定める通勤距離に応じ、支給単位期間につ

き算出した額（再任用短時間勤務職員、育

児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤

務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤

回数を考慮して市の規則で定める職員に

あつては、その額から、その額に市の規則

で定める割合を乗じて得た額を減じた額）

を支給する。ただし、その支給月額は、最

高３１，６００円を超えることはできな

い。 

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しない

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等

を利用せず、かつ、自動車等を使用しない
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で徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して市の規

則で定める区分に応じ、前２号に定める額

（１月当たりの運賃相当額及び前号に定

める額の合計額が５５，０００円を超える

ときは、当該職員の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、５５，０００円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額）、第１号に定める額

又は前号に定める額 

で徒歩により通勤するものとした場合の

通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車

等の使用距離等の事情を考慮して市の規

則で定める区分に応じ、前２号に定める額

（１箇月当たりの運賃相当額及び前号に

定める額の合計額が５５，０００円を超え

るときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につ

き、５５，０００円に当該支給単位期間の

月数を乗じて得た額）、第１号に定める額

又は前号に定める額 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ この条において「支給単位期間」とは、通

勤手当の支給の単位となる期間として６月

を超えない範囲内で１月を単位として市の

規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当

にあつては、１月）をいう。 

５ この条において「支給単位期間」とは、通

勤手当の支給の単位となる期間として６箇

月を超えない範囲内で１箇月を単位として

市の規則で定める期間（自動車等に係る通勤

手当にあつては、１箇月）をいう。 

６ （略） ６ （略） 

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当） 

第１５条 正規の勤務時間を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には、正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき、第１８条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に正規の勤務時間を超えてし

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ

１００分の１２５から１００分の１５０ま

での範囲内で市の規則で定める割合（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの

間である場合には、その割合に１００分の２

５を加算した割合）を乗じて得た額（育児短

時間勤務職員等が、第１号に掲げる勤務で正

規の勤務時間を超えてしたもののうち、その

勤務の時間とその勤務をした日における正

規の勤務時間との合計が７時間４５分に達

するまでの間の勤務にあつては、同条に規定

第１５条 正規の勤務時間を超えて勤務する

ことを命ぜられた職員には、正規の勤務時間

を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時

間につき、第１８条に規定する勤務１時間当

たりの給与額に正規の勤務時間を超えてし

た次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ

１００分の１２５から１００分の１５０ま

での範囲内で市の規則で定める割合（その勤

務が午後１０時から翌日の午前５時までの

間である場合には、その割合に１００分の２

５を加算した割合）を乗じて得た額（育児短

時間勤務職員等が、第１号に掲げる勤務で正

規の勤務時間を超えてしたもののうち、その

勤務の時間とその勤務をした日における正

規の勤務時間との合計が７時間４５分に達

するまでの間の勤務にあつては、同条に規定
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する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の１００（その勤務が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合には、１００分

の１２５）を乗じて得た額）を時間外勤務手

当として支給する。 

する勤務１時間当たりの給与額に１００分

の１００（その勤務が午後１０時から翌日の

午前５時までの間である場合は、１００分の

１２５）を乗じて得た額）を時間外勤務手当

として支給する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付

短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振

られた日において、正規の勤務時間を超えて

した勤務のうち、その勤務の時間とその勤務

をした日における正規の勤務時間との合計

が７時間４５分に達するまでの間の勤務に

対する前項の規定の適用については、同項中

「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる

勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１

２５から１００分の１５０までの範囲内で

市の規則で定める割合」とあるのは、「１０

０分の１００」とする。 

２ 再任用短時間勤務職員及び育児任期付短

時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振ら

れた日において、正規の勤務時間を超えてし

た勤務のうち、その勤務の時間とその勤務を

した日における正規の勤務時間との合計が

７時間４５分に達するまでの間の勤務に対

する前項の規定の適用については、同項中

「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる

勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１

２５から１００分の１５０までの範囲内で

市の規則で定める割合」とあるのは「１００

分の１００」とする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、勤務時間条例

第５条の規定により、あらかじめ同条例第３

条第２項、第３項、第４項又は第４条により

割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下

この条において「割振り変更前の正規の勤務

時間」という。）を超えて勤務することを命

ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤

務時間を超えて勤務した全時間（市の規則で

定める時間を除く。）に対して、勤務１時間

につき、第１８条第１項に規定する勤務１時

間当たりの給与額に１００分の２５から１

００分の５０までの範囲内で市の規則で定

める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当

として支給する。 

３ 前２項の規定に関わらず、勤務時間条例第

５条の規定により、あらかじめ同条例第３条

第２項、第３項、第４項又は第４条により割

り振られた１週間の正規の勤務時間（以下こ

の条において「割振り変更前の正規の勤務時

間」という。）を超えて勤務することを命ぜ

られた職員には、割振り変更前の正規の勤務

時間を超えて勤務した全時間（市の規則で定

める時間を除く。）に対して、勤務１時間に

つき、第１８条第１項に規定する勤務１時間

当たりの給与額に１００分の２５から１０

０分の５０までの範囲内で市の規則で定め

る割合を乗じて得た額を時間外勤務手当と

して支給する。 

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務

（勤務時間条例第３条第１項及び第４項、第

４条並びに第５条の規定に基づく週休日に

４ 正規の勤務時間を超えて勤務することを

命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務

（勤務時間条例第３条第１項及び第４項、第

４条並びに第５条の規定に基づく週休日に
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おける勤務のうち市の規則で定めるものを

除く。）の時間が１月について６０時間を超

えた職員には、その６０時間を超えて勤務し

た全時間に対して、第１項の規定にかかわら

ず、勤務１時間につき、第１８条に規定する

勤務１時間当たりの給与額に１００分の１

５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合には、１００分の１

７５）を乗じて得た額を時間外勤務手当とし

て支給する。 

おける勤務のうち市の規則で定めるものを

除く。）の時間が１箇月について６０時間を

超えた職員には、その６０時間を超えて勤務

した全時間に対して、第１項（第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）の

規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１

８条に規定する勤務１時間当たりの給与額

に１００分の１５０（その勤務が午後１０時

から翌日の午前５時までの間である場合は、

１００分の１７５）を乗じて得た額を時間外

勤務手当として支給する。 

５ 勤務時間条例第８条の４第１項に規定す

る時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、当該時間外勤務代休時間に職員が勤

務しなかつたときは、前項に規定する６０時

間を超えて勤務した全時間のうち当該時間

外勤務代休時間の指定に代えられた時間外

勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該

時間１時間につき、第１８条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に１００分の１５０

（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合には、１００分の１７

５）から第１項に規定する市の規則で定める

割合（その時間が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合には、その割合に１

００分の２５を加算した割合）を減じた割合

を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給す

ることを要しない。ただし、当該時間が第１

項に規定する育児短時間勤務職員等が同項

第１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超

えてしたもののうち、その勤務の時間とその

勤務をした日における正規の勤務時間との

合計が７時間４５分に達するまでの間の勤

務に係る時間である場合にあつては、第１８

条に規定する勤務１時間当たりの給与額に

１００分の１５０（その時間が午後１０時か

５ 勤務時間条例第８条の４第１項に規定す

る時間外勤務代休時間を指定された場合に

おいて、当該時間外勤務代休時間に職員が勤

務しなかつたときは、前項に規定する６０時

間を超えて勤務した全時間のうち当該時間

外勤務代休時間の指定に代えられた時間外

勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該

時間１時間につき、第１８条に規定する勤務

１時間当たりの給与額に１００分の１５０

（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合は、１００分の１７

５）から第１項に規定する市の規則で定める

割合（その時間が午後１０時から翌日の午前

５時までの間である場合は、その割合に１０

０分の２５を加算した割合）を減じた割合を

乗じて得た額の時間外勤務手当を支給する

ことを要しない。ただし、当該時間が第１項

に規定する育児短時間勤務職員等が同項第

１号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超え

てしたもののうち、その勤務の時間とその勤

務をした日における正規の勤務時間との合

計が７時間４５分に達するまでの間の勤務

に係る時間である場合にあつては、第１８条

に規定する勤務１時間当たりの給与額に１

００分の１５０（その時間が午後１０時から
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ら翌日の午前５時までの間である場合には、

１００分の１７５）から１００分の１００

（その時間が午後１０時から翌日の午前５

時までの間である場合には、１００分の１２

５）を減じた割合を乗じて得た額とする。 

翌日の午前５時までの間である場合は、１０

０分の１７５）から１００分の１００（その

時間が午後１０時から翌日の午前５時まで

の間である場合は、１００分の１２５）を減

じた割合を乗じて得た額とする。 

６ （略） ６ （略） 

（夜間勤務手当） （夜間勤務手当） 

第１７条 正規の勤務時間として午後１０時

から翌日の午前５時までの間に勤務するこ

とを命ぜられた職員には、その間に勤務した

全時間に対して、勤務１時間につき、次条に

規定する勤務１時間当たりの給与額の１０

０分の２５を夜間勤務手当として支給する。

第１７条 正規の勤務時間として午後１０時

から翌日の午前５時までの間に勤務する職

員にはその間に勤務した全時間に対して勤

務１時間につき次条に規定する勤務１時間

当たりの給与額の１００分の２５を夜間勤

務手当として支給する。 

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第１８条 勤務１時間当たりの給与額は、給料

の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから市の規

則で定める時間を減じたもので除して得た

額とする。 

第１８条 勤務１時間当たりの給与額は、給料

の月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たり

の勤務時間に５２を乗じたものから規則で

定める時間を減じたもので除して得た額と

する。 

２ 前項の規定にかかわらず、特殊勤務手当条

例に規定する特殊勤務手当のうち市の規則

で定めるもの（以下この項において「手当」

という。）の支給対象となる勤務に従事した

場合の勤務１時間当たりの給与額は、前項に

定める勤務１時間当たりの給与額に次の各

号に掲げる額を加えた額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特殊勤務手当条

例に規定する特殊勤務手当のうち市の規則

で定めるもの（以下この項において「手当」

という。）の支給対象となる勤務に従事した

場合の勤務１時間当たりの給与額は、前項に

定める勤務１時間当たりの給与額に次の各

号に掲げる額を加えた額とする。 

(1) 月額で定められている手当の支給を受

けているときは、その手当の月額に１２を

乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に

５２を乗じたものから市の規則で定める

時間を減じたもので除して得た額 

(1) 月額で定められている手当の支給を受

けているときは、その手当の月額に１２を

乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に

５２を乗じたものから規則で定める時間

を減じたもので除して得た額 

(2) （略） (2) （略） 

 （宿日直手当）  （宿日直手当） 
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第１９条 宿日直勤務（次項の勤務を除く。）

を命ぜられた職員には、その勤務１回につ

き、４，４００円を超えない範囲内において

別に市の規則で定める額を宿日直手当とし

て支給する。 

第１９条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、

その勤務１回につき、４，４００円を超えな

い範囲内において別に市の規則で定める額

を宿日直手当として支給する。 

２ 宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を

命ぜられた職員には、その勤務に対して２

２，０００円を超えない範囲内において市の

規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

２ 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直

勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対し

て２２，０００円を超えない範囲内において

市の規則で定める月額の宿日直手当を支給

する。  

３ （略） ３ （略） 

（管理職員等についての適用除外） （管理職員等についての適用除外） 

第１９条の３ （略） 第１９条の３ （略） 

２ 第５条第３項及び第４項、第６条、第９条

の２、第１０条並びに第１１条の３の規定

は、定年前再任用短時間勤務職員には適用し

ない。 

２ 第９条の２、第１０条及び第１１条の３の

規定は、再任用職員には適用しない。 

３ 第１０条、第１１条及び第１１条の３の規

定は、任期付短時間勤務職員には適用しな

い。 

３ 第１０条、第１１条及び第１１条の３の規

定は、育児任期付短時間勤務職員には適用し

ない。 

（期末手当） （期末手当） 

第２０条 期末手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条から第２０条の３までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日

の属する月の市の規則で定める日（次条及び

第２０条の３においてこれらの日を「支給

日」という。）に支給する。これらの基準日

前１月以内に退職し、又は死亡した職員（第

２３条第７項の規定の適用を受ける職員及

び市の規則で定める職員を除く。）について

も、同様とする。 

第２０条 期末手当は、６月１日及び１２月１

日（以下この条から第２０条の３までにおい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれ

ぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日

の属する月の市の規則で定める日（次条及び

第２０条の３においてこれらの日を「支給

日」という。）に支給する。これらの基準日

前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員

（第２３条第７項の規定の適用を受ける職

員及び市の規則で定める職員を除く。）につ

いても同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１０

０分の１２０を乗じて得た額（給料表の適用

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、１０

０分の１２０を乗じて得た額（給料表の適用
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を受ける職員でその職務の級が６級以上で

あるもの（これらの職員のうち、市の規則で

定める職員に限る。第２１条において「特定

管理職員」という。）にあつては１００分の

１００を乗じて得た額）に、基準日以前６月

以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

を受ける職員でその職務の級が６級以上で

あるもの（これらの職員のうち、市の規則で

定める職員に限る。第２１条において「特定

管理職員」という。）にあつては１００分の

１００を乗じて得た額）に、基準日以前６箇

月以内の期間におけるその者の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める割合を乗じて得た額とする。 

 (1) ６月 １００分の１００  (1) ６箇月 １００分の１００ 

(2) ５月以上６月未満 １００分の８０ (2) ５箇月以上６箇月未満 １００分の８

０ 

 (3) ３月以上５月未満 １００分の６０ (3) ３箇月以上５箇月未満 １００分の６

０ 

 (4) ３月未満 １００分の３０  (4) ３箇月未満 １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の６７．

５」と、「１００分の１００」とあるのは「１

００分の５７．５」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の１２０」とあ

るのは「１００分の６７．５」と、「１００

分の１００」とあるのは「１００分の５７．

５」とする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止

めた期末手当）は、支給しない。 

第２０条の２ 次の各号のいずれかに該当す

る者には、前条第１項の規定にかかわらず、

当該各号の基準日に係る期末手当（第４号に

掲げる者にあつては、その支給を一時差し止

めた期末手当）は、支給しない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 基準日前１月以内又は基準日から当該

基準日に対応する支給日の前日までの間

に離職した職員（前２号に掲げる者を除

く。）で、その離職した日から当該支給日

の前日までの間に禁錮以上の刑に処せら

れたもの 

(3) 基準日前１箇月以内又は基準日から当

該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した職員（前２号に掲げる者を

除く。）で、その離職した日から当該支給

日の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処せ

られたもの 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支

給を一時差し止める処分を受けた者（当

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支

給を一時差し止める処分を受けた者（当

- 54 -



該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮以上の刑に処せられたもの 

該処分を取り消された者を除く。）で、そ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件

に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期末手当

を支給することとされていた職員で当該支

給日の前日までの間に離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末

手当の支給を一時差し止めることができる。

第２０条の３ 任命権者は、支給日に期末手当

を支給することとされていた職員で当該支

給日の前日までの間に離職したものが次の

各号のいずれかに該当する場合は、当該期末

手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日まで

の間に、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第５項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定して

いない場合 

(1) 離職した日から当該支給日の前日まで

の間に、その者の在職期間中の行為に係る

刑事事件に関して、その者が起訴（当該起

訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定

められているものに限り、刑事訴訟法（昭

和２３年法律第１３１号）第６編に規定す

る略式手続によるものを除く。第５項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定して

いない場合 

(2) （略） (2) （略）  

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定により一時差止処分を行つた

旨の通知をする場合において、当該一時差止

処分を受けた者の所在が知れないときは、通

知をすべき内容を美濃加茂市公告式条例（昭

和３３年美濃加茂市条例第１５号）第２条第

２項に定める市役所の掲示場に掲示するこ

とをもつて通知に代えることができる。この

場合においては、その掲示を始めた日から起

算して２週間を経過した日に、通知が当該一

時差止処分を受けた者に到達したものとみ

なす。 

３ 前項の規定により一時差止処分を行つた

旨の通知をする場合において、当該一時差止

処分を受けた者の所在が知れないときは、通

知をすべき内容を市役所の掲示場に掲示す

ることをもつて通知に代えることができる。

この場合においては、その掲示を始めた日か

ら起算して２週間を経過した日に、通知が当

該一時差止処分を受けた者に到達したもの

とみなす。 

４ （略） ４ （略） 

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至つた場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さな

ければならない。ただし、第３号に該当する

５ 任命権者は、一時差止処分について、次の

各号のいずれかに該当するに至つた場合に

は、速やかに当該一時差止処分を取り消さな

ければならない。ただし、第３号に該当する
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場合において、一時差止処分を受けた者がそ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

場合において、一時差止処分を受けた者がそ

の者の在職期間中の行為に係る刑事事件に

関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明ら

かに反すると認めるときは、この限りでな

い。 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差

止処分の理由となつた行為に係る刑事事

件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつ

た場合 

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差

止処分の理由となつた行為に係る刑事事

件に関し禁錮
こ

以上の刑に処せられなかつ

た場合 

 (2)・(3)  （略）  (2)・(3)  （略） 

６～８ （略） ６～８ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第２１条 勤勉手当は６月１日及び１２月１

日（以下この項から第３項までにおいてこれ

らの日を「基準日」という。）にそれぞれ在

職する職員に対し、基準日以前６月以内の期

間における当該職員の勤務成績に応じて、そ

れぞれ基準日の属する月の市の規則で定め

る日に支給する。これらの基準日前１月以内

に退職し、又は死亡した職員（市の規則で定

める職員を除く。）についても同様とする。

第２１条 勤勉手当は６月１日及び１２月１

日（以下この条においてこれらの日を「基準

日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、基準日以前６箇月以内の期間におけるそ

の者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の

属する月の市の規則で定める日に支給する。

これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は

死亡した職員（市の規則で定める職員を除

く。）についても同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命

権者が市の規則で定める基準に従つて定め

る割合を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、任命権者が支給する勤勉手当の額の、

その者に所属する次の各号に掲げる職員の

区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手

当基礎額に当該職員がそれぞれその基準

日現在（退職し、又は死亡した職員にあつ

ては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職

員当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員

がそれぞれその基準日現在（退職し、又は

死亡した職員にあつては、退職し、又は死

亡した日現在。次項において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額及びこれ
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手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に、１００分の

１００（特定管理職員にあつては、１００

分の１２０）を乗じて得た額の総額 

に対する地域手当の月額の合計額を加算

した額に、６月に支給する場合においては

１００分の９５（特定管理職員にあつて

は、１００分の１１５）、１２月に支給す

る場合においては１００分の１０５（特定

管理職員にあつては、１００分の１２５）

を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間

勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務

職員の勤勉手当基礎額に１００分の４７．

５（特定管理職員にあつては、１００分の

５７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再

任用職員の勤勉手当基礎額に、６月に支

給する場合においては１００分の４５

（特定管理職員にあつては、１００分の

５５）、１２月に支給する場合においては

１００分の５０（特定管理職員にあつて

は、１００分の６０）を乗じて得た額の総

額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

附 則 附 則 

１～６ （略） １～６ （略） 

７ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が

６０歳に達した日後における最初の４月１

日（附則第９項において「特定日」という。）

以後、当該職員に適用される給料表の給料月

額のうち、第５条第２項の規定により当該職

員の属する職務の級並びに同条第３項及び

第４項並びに第６条第２項及び第３項の規

定により当該職員の受ける号給に応じた額

に１００分の７０を乗じて得た額（当該額

に、５０円未満の端数を生じたときはこれを

切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を

生じたときはこれを１００円に切り上げる

ものとする。）とする。 

８ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用し

ない。 

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律

により任期を定めて任用される職員及び
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非常勤職員 

 (2) 美濃加茂市職員の定年等に関する条例

（昭和５９年美濃加茂市条例第１４号）第

９条の規定により異動期間（同条の規定に

より延長された期間を含む。）を延長され

た管理監督職（同条例第６条に規定する職

をいう。）を占める職員 

 (3) 美濃加茂市職員の定年等に関する条例

第４条第１項又は第２項の規定により勤

務している職員（同条例第２条に規定する

定年退職日において前項の規定が適用さ

れていた職員を除く。） 

９ 法第２８条の２第４項に規定する他の職

への降任等をされた職員であつて、当該他の

職への降任等をされた日（以下この項及び附

則第１１項において「異動日」という。）の

前日から引き続き同一の給料表の適用を受

ける職員のうち、特定日に附則第７項の規定

により当該職員の受ける給料月額（以下この

項において「特定日給料月額」という。）が

異動日の前日に当該職員が受けていた給料

月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該

額に、５０円未満の端数を生じたときはこれ

を切り捨て、５０円以上１００円未満の端数

を生じたときはこれを１００円に切り上げ

るものとする。以下この項において「基礎給

料月額」という。）に達しないこととなる職

員（市の規則で定める職員を除く。）には、

当分の間、特定日以後、附則第７項の規定に

より当該職員の受ける給料月額のほか、基礎

給料月額と特定日給料月額との差額に相当

する額を給料として支給する。 

１０ 前項の規定による給料の額と当該給料

を支給される職員の受ける給料月額との合

計額が第５条第２項の規定により当該職員

の属する職務の級における最高の号給の給
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料月額を超える場合における前項の規定の

適用については、同項中「基礎給料月額と特

定日給料月額」とあるのは、「第５条第２項

の規定により当該職員の属する職務の級に

おける最高の号給の給料月額と当該職員の

受ける給料月額」とする。 

１１ 異動日の前日から引き続き給料表の適

用を受ける職員（附則第７項の規定の適用を

受ける職員に限り、附則第９項に規定する職

員を除く。）であつて、同項の規定による給

料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員

の受ける給料月額のほか、市の規則で定める

ところにより、前２項の規定に準じて算出し

た額を給料として支給する。 

１２ 附則第９項又は前項の規定による給料

を支給される職員以外の附則第７項の規定

の適用を受ける職員であつて、任用の事情を

考慮して当該給料を支給される職員との権

衡上必要があると認められる職員には、当分

の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市

の規則で定めるところにより、前３項の規定

に準じて算出した額を給料として支給する。

１３ 附則第７項から前項までに定めるもの

のほか、附則第７項の規定による給料月額、

附則第９項の規定による給料その他附則第

７項から前項までの規定の施行に関し必要

な事項は、市の規則で定める。 

１４ 育児短時間勤務職員等に対する附則第

７項の規定の適用については、同項中「）と

する」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得

た額とする」とする。 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正後）】 

別表第１（第３条関係） 

【別表第１（改正前）】 

【別表第１（改正前）】 
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給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職 務 の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 （略） 

再任

用職

員以

外の

職員

（略） 

再任

用職

員 

 187,700 （略） 

【別表第１（改正後）】 

給料表 

（単位：円） 

職員

の区

分 

職 務 の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 （略） 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員

（略） 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

187,700 （略） 

附 則 
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（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例の規定は、令

和４年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例の規定を適用

する場合においては、第１条の規定による改正前の美濃加茂市職員の給与に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、第１条の規定による改正後の美濃加

茂市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。 

（経過措置） 

４ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）

附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項から第４項まで、第６条

第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項から第４項までの規定により採用

された職員をいう。以下同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任

用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美濃加茂市職員の給与に関

する条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲

げる基準給料月額のうち、同条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用職員

の属する職務の級に応じた額とする。 

５ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０条第

１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の

適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、美濃加茂市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例（平成７年美濃加茂市条例第２号）第２条第２項の規定によ

り定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

６ 暫定再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員のうち、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの

をいう。以下同じ。）の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任

用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美濃加茂市職員の給与に関

する条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲

げる基準給料月額のうち、同条例第５条第２項の規定により当該暫定再任用短時

間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、地方公務員法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例（令和４年美濃加茂市条例第●●号）

第３条の規定による改正後の美濃加茂市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平

成７年美濃加茂市条例第２号）第２条第３項の規定により定められた当該暫定再
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任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数

を乗じて得た額とする。 

７ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第２

条の規定による改正後の美濃加茂市職員の給与に関する条例（以下「新給与条例」

という。）第１２条第２項及び第１５条第２項の規定を適用する。 

８ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第２

０条第３項の規定を適用する。 

９ 新給与条例第２１条第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤

勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の

規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるの

は「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則

第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若し

くは第３項、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を同法附則第９条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３

項の規定により採用された職員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、

同項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間

勤務職員及び暫定再任用職員」とする。 

１０ 美濃加茂市職員の給与に関する条例第５条第３項及び第４項、第６条、第１

０条並びに第１１条の３の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 
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議第６５号 

美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を下

記のとおり制定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２６年美濃加

茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２０」とあるのは「６月に支給す

る場合においては１００分の１６２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の

１６７．５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２０」とあるのは「１００分の１

６２．５」とする。 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

  特定任期付職員給料表   特定任期付職員給料表 
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号給 給料月額 

１ ３７６，０００

（略） 

号給 給料月額 

１ ３７５，０００

（略） 

第２条 美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２０」とあるのは「１００分の１

６５」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１９

条の２第１項及び第２０条第２項の規定の

適用については、給与条例第１９条の２第１

項中「管理職員が」とあるのは「管理職員（美

濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例（平成２６年美濃加茂市条例第２

号）第７条第１項に規定する特定任期付職員

を含む。）」と、給与条例第２０条第２項中「１

００分の１２０」とあるのは「６月に支給す

る場合においては１００分の１６２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の

１６７．５」とする。 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例

第１５条第２項の規定の適用については、同

項中「定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員」とあるのは、「美濃加茂市

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成２６年美濃加茂市条例第２号）第８条

第２項に規定する任期付短時間勤務職員」と

する。 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例

第１５条第２項の規定の適用については、同

項中「再任用短時間勤務職員及び育児任期付

短時間勤務職員」とあるのは、「美濃加茂市一

般職の任期付職員の採用等に関する条例（平

成２６年美濃加茂市条例第２号）第８条第２

項に規定する任期付短時間勤務職員」とす

る。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市一般職の任期付職員の採用等に関する
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条例（以下「任期付職員条例」という。）の規定は、令和４年４月１日から適用す

る。 

（給与の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、

同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 
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議第６６号 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

例について 

 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加茂市

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

６月に支給する場合においては１００分の

２１５、１２月に支給する場合においては１

００分の２２５を乗じた額に、基準日以前に

おけるその者の在職期間の区分に応じて一

般職の職員の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

１００分の２１５を乗じた額に、基準日以前

におけるその者の在職期間の区分に応じて

一般職の職員の例により一定の割合を乗じ

て得た額とする。 

第２条 美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 
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（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

１００分の２２０を乗じた額に、基準日以前

におけるその者の在職期間の区分に応じて

一般職の職員の例により一定の割合を乗じ

て得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、退職、失職又は死亡の日現在）におい

て職員が受けるべき給料月額及びその額に

１００分の２０を乗じて得た額の合計額に、

６月に支給する場合においては１００分の

２１５、１２月に支給する場合においては１

００分の２２５を乗じた額に、基準日以前に

おけるその者の在職期間の区分に応じて一

般職の職員の例により一定の割合を乗じて

得た額とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例

（以下「特別職給与条例」という。）の規定は、令和４年１２月１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当

は、同条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみ

なす。 
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議第６７号 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例について 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

   美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例 

 （美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正） 

第１条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭

和４２年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１０

０分の２１５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の２２５を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて、美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の規

定により期末手当を受ける職員（以下「一般

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２１５を乗じた額に、基

準日以前におけるその者の在職期間の区分

に応じて、美濃加茂市職員の給与に関する条

例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の

規定により期末手当を受ける職員（以下「一

般職の職員」という。）の例により一定の割

合を乗じて得た額とする。 
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職の職員」という。）の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

第２条 美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、１００分の２２０を乗じた額に、基

準日以前におけるその者の在職期間の区分

に応じて、美濃加茂市職員の給与に関する条

例（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の

規定により期末手当を受ける職員（以下「一

般職の職員」という。）の例により一定の割合

を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現

在（同項後段に規定する者にあつては、任期

満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解

散による任期終了の日現在）において同項に

規定するものが受けるべき報酬月額及びそ

の額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に、６月に支給する場合においては１０

０分の２１５、１２月に支給する場合におい

ては１００分の２２５を乗じた額に、基準日

以前におけるその者の在職期間の区分に応

じて、美濃加茂市職員の給与に関する条例

（昭和２９年美濃加茂市条例第２３号）の規

定により期末手当を受ける職員（以下「一般

職の職員」という。）の例により一定の割合を

乗じて得た額とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例（以下「議員報酬条例」という。）の規定は、令和４年１２月

１日から適用する。 

（期末手当の内払） 

３ 第１条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、

同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、

同条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議第６８号 

   美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

                  記 

   美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市税条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市税条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（用語） （用語） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申

告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞

納処分費をいう。 

(4) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延

滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重

加算金及び滞納処分費をいう。 

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略） 

（督促） （督促手数料） 

第１４条 納税者又は特別徴収義務者が納期限

までに徴収金を完納しない場合においては、

徴税吏員は、納期限後３０日以内に督促状を

発しなければならない。ただし、繰上徴収を

する場合においては、この限りでない。 

第１４条 徴税吏員は、督促状を発した場合に

おいては、督促状１通について１００円の督

促手数料を徴収しなければならない。ただし、

やむを得ない理由があると認める場合におい

ては、これを徴収しない。 

 （美濃加茂市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市道路占用料徴収条例（昭和３１年美濃加茂市条例第６号）の一

部を次のように改正する。 
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改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第

１８０号。以下「法」という。）第３９条第２

項及び第７３条第２項の規定に基づき、市道

の占用料（以下「占用料」という。）の額及び

延滞金の額並びに徴収方法について必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律

第１８０号。以下「法」という。）第３９条第

２項及び第７３条第２項の規定に基づき、市

道の占用料（以下「占用料」という。）の額、

手数料及び延滞金の額並びに徴収方法につい

て必要な事項を定めるものとする。 

（督促） 

第７条 占用料に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

（延滞金） （手数料及び延滞金） 

第８条 法第７３条第２項の規定により市が徴

収することができる延滞金は、前条に規定す

る督促に係る占用料の額が２，０００円以上

である場合に徴収するものとし、その額は、納

付すべき期限の翌日から占用料の納付の日ま

での期間の日数に応じ、占用料の未納額に年

１４．５パーセント（当該納付すべき期限の翌

日から１月を経過する日までの日の期間につ

いては、年７．２５パーセント）の割合を乗じ

て計算した額とする。 

第７条 法第７３条第２項の規定により市が徴

収することができる督促手数料は、督促状１

通につき１００円とする。 

 ２ 法第７３条第２項の規定により市が徴収す

ることができる延滞金は、前項に規定する督

促に係る占用料の額が２，０００円以上であ

る場合に徴収するものとし、その額は、納付

すべき期限の翌日から占用料の納付の日まで

の期間の日数に応じ、占用料の未納額に年１

４．５パーセント（当該納付すべき期限の翌

日から１月を経過する日までの日の期間につ

いては、年７．２５パーセント）の割合を乗

じて計算した額とする。 

２ （略） ３ （略） 

３ 第１項に規定する年当たりの割合は、閏年 ４ 第２項に規定する年当たりの割合は、閏年
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の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。 

の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。 

４ 市長は、占用料を納期限までに納付しなか

ったことについて、やむを得ない理由がある

と認めるときは、延滞金を減額し、又は免除す

ることができる。 

５ 市長は、占用料を納期限までに納付しなか

ったことについて、やむを得ない理由がある

と認めるときは、督促手数料及び延滞金を減

額し、又は免除することができる。 

（違反者に対する占用料） （違反者に対する占用料） 

第９条 （略） 第８条 （略） 

（規則への委任） （規則への委任） 

第１０条 （略） 第９条 （略） 

   附 則    附 則 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 当分の間、第８条第１項に規定する延滞金

の年１４．５パーセントの割合及び年７．２

５パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．２５パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年１４．５パーセ

ントの割合にあってはその年における延滞金

特例基準割合に年７．２５パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．２５パーセント

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に

年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．２５パーセントの割合

を超える場合には、年７．２５パーセントの

割合）とする。 

３ 当分の間、第７条第２項に規定する延滞金

の年１４．５パーセントの割合及び年７．２

５パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．２５パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年１４．５パーセ

ントの割合にあってはその年における延滞金

特例基準割合に年７．２５パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．２５パーセント

の割合にあっては当該延滞金特例基準割合に

年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．２５パーセントの割合

を超える場合には、年７．２５パーセントの

割合）とする。 

 （美濃加茂市水道事業給水条例の一部改正） 

第３条 美濃加茂市水道事業給水条例（昭和３３年美濃加茂市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 
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（督促及び遅延損害金） （督促及び遅延損害金） 

第３４条の２ 料金又は分担金に対する督促

は、美濃加茂市債権管理条例（平成２８年美

濃加茂市条例第２号）の例による。 

第３４条の２ 料金又は分担金を納期限までに

納付しない者があるときは、管理者は、期限

を指定してこれを督促しなければならない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

 （美濃加茂市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和６１年美濃加

茂市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

美濃加茂市税外収入の督促及び延滞金の

徴収に関する条例 

美濃加茂市税外収入の督促手数料及び延

滞金徴収条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の３第１項及び第２項の規定に基づ

き、分担金、使用料、手数料及び過料その他

の歳入（以下「税外収入」という。）に係る督

促及び延滞金の徴収について必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、別に定めるもののほか、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

３１条の３第２項の規定に基づき、分担金、

使用料、手数料及び過料その他の歳入（以下

「税外収入」という。）に係る督促手数料及び

延滞金の徴収について必要な事項を定めるも

のとする。 

（督促） （督促手数料） 

第２条 督促については、美濃加茂市債権管理

条例（平成２８年美濃加茂市条例第２号）の

例による。 

第２条 税外収入の納付について督促状を発し

たときは、督促手数料として１通につき１０

０円を徴収する。 

（減免） （減免） 

第４条 市長は、税外収入を納期限までに納入

しなかつたことについて、やむを得ない理由

があると認めるときは、延滞金を減免するこ

とができる。 

第４条 市長は、税外収入を納期限までに納入

しなかつたことについて、やむを得ない理由

があると認めるときは、督促手数料及び延滞

金を減免することができる。 

（委任規定） （委任規定） 

第６条 この条例に定めるものを除くほか、督

促及び延滞金の徴収に関し必要な事項は市長

が定める。 

第６条 この条例に定めるものを除くほか、督

促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項

は市長が定める。 

（美濃加茂市農業集落排水事業分担金徴収条例の一部改正） 

第５条 美濃加茂市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成２年美濃加茂市条例第
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６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（分担金の徴収） （分担金の徴収） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

（督促） 

第５条 分担金に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

（延滞金） 

第６条 受益者は、分担金を管理者が定める期

日までにその納付すべき金額を納付しないと

きは、納付すべき金額に、当該期日の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．

６パーセント（当該期日の翌日から１月を経

過する日までの期間については、年７．３パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金を加算して納付しなければなら

ない。 

（分担金の徴収猶予等） （分担金の徴収猶予等） 

第７条 （略） 第５条 （略） 

（委任） （委任） 

第８条 （略） 第６条 （略） 

附 則 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２年４月１日から施行す

る。 

 この条例は、平成２年４月１日から施行する。

（延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第６条に規定する延滞金の年１

４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、この規定にかかわらず、各年

の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９

３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）
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に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、年１４．６パーセントの割合

にあってはその年における延滞金特例基準割

合に年７．３パーセントの割合を加算した割

合とし、年７．３パーセントの割合にあって

は当該延滞金特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合が

年７．３パーセントの割合を超える場合には、

年７．３パーセントの割合）とする。 

 （美濃加茂市流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第６条 美濃加茂市流域関連公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成４年美

濃加茂市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（受益者に変更があった場合の取扱い） （受益者に変更があった場合の取扱い） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

（督促） 

第１０条 負担金に対する督促は、美濃加茂市

債権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第

２号）の例による。 

（延滞金） （延滞金） 

第１１条 （略） 第１０条 （略） 

２ 前項の延滞金の徴収については、美濃加茂

市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する

条例（昭和６１年美濃加茂市条例第２７号）

の規定を準用する。この場合において、同条

例第３条第２項及び附則第３項中「年１４．

６パーセント」とあるのは「年１４．５パー

セント」と、「年７．３パーセント」とあるの

は「年７．２５パーセント」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の延滞金の徴収については、美濃加茂

市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例

（昭和６１年美濃加茂市条例第２７号）の規

定を準用する。この場合において、同条例第

３条第２項及び附則第３項中「年１４．６パ

ーセント」とあるのは「年１４．５パーセン

ト」と、「年７．３パーセント」とあるのは「年

７．２５パーセント」と読み替えるものとす

る。 

 （督促手数料） 

 第１１条 管理者は、督促状を発した場合にお
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いては、督促状１通について１００円の督促

手数料を徴収するものとする。 

 ２ 管理者は、負担金を納期限までに納付しな

かったことについて、やむを得ない理由があ

ると認めるときは、督促手数料を減額し、又は

免除することができる。 

（委任） （委任） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

 （美濃加茂市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部改正） 

第７条 美濃加茂市農業集落排水処理施設使用料徴収条例（平成５年美濃加茂市条

例第２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（使用料の徴収） （使用料の徴収） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 使用料は、納入通知書又はその他の方法に

より徴収する。この場合において、下水道の

管理者の権限を行う市長（以下「管理者」と

いう。）は、期限を指定して通知するものと

する。 

２ 使用料は、納入通知書又はその他の方法に

より徴収する。 

３ 管理者は、前項の規定にかかわらず、施設

を一時使用する場合において必要と認める

ときは、使用料を前納させることができる。

この場合において、使用料の精算及びこれに

伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用

を廃止した旨の届出があったときその他管

理者が必要と認めたときに行う。 

３ 下水道事業の管理者の権限を行う市長（以

下「管理者」という。）は、前項の規定にかか

わらず、施設を一時使用する場合において必

要と認めるときは、使用料を前納させること

ができる。この場合において、使用料の精算

及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から

施設の使用を廃止した旨の届出があったとき

その他管理者が必要と認めたときに行う。 

（使用料の額） （使用料の額） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（督促） 

第４条 使用料に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

（延滞金） 
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第５条 管理者は、期限までに使用料を納付し

ない者があるときは、当該使用料に当該期限

の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、年１４．６パーセント（当該期限の翌日

から１月を経過する日までの期間について

は、年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して

延滞金を徴収するものとする。 

（資料の提出） （資料の提出） 

第６条 （略） 第４条 （略） 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第７条 （略） 第５条 （略） 

（委任） （委任） 

第８条 （略） 第６条 （略） 

附 則 附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 この条例は、規則で定める日から施行する。 

（延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第５条に規定する延滞金の年１

４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、この規定にかかわらず、各年

の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税

特別措置法（昭和３２年法律第２３号）第９

３条第２項に規定する平均貸付割合をい

う。）に年１パーセントの割合を加算した割

合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年１４．６パーセ

ントの割合にあってはその年における延滞

金特例基準割合に年７．３パーセントの割合

を加算した割合とし、年７．３パーセントの

割合にあっては当該延滞金特例基準割合に

年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの割合を
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超える場合には、年７．３パーセントの割合）

とする。 

 （美濃加茂市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第８条 美濃加茂市特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成７

年美濃加茂市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（受益者に変更があった場合の取扱い） （受益者に変更があった場合の取扱い） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（督促） 

第９条 負担金に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

（延滞金） （延滞金） 

第１０条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の延滞金の徴収については、美濃加茂

市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する

条例（昭和６１年美濃加茂市条例第２７号）

の規定を準用する。この場合において、同条

例第３条第２項及び附則第３項中「年１４．

６パーセント」とあるのは「年１４．５パー

セント」と、「年７．３パーセント」とあるの

は「年７．２５パーセント」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の延滞金の徴収については、美濃加茂

市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例

（昭和６１年美濃加茂市条例第２７号）の規

定を準用する。この場合において、同条例第

３条第２項及び附則第３項中「年１４．６パ

ーセント」とあるのは「年１４．５パーセン

ト」と、「年７．３パーセント」とあるのは「年

７．２５パーセント」と読み替えるものとす

る。 

 （督促手数料） 

 第１０条 管理者は、督促状を発した場合にお

いては、督促状１通について１００円の督促

手数料を徴収するものとする。 

 ２ 管理者は、負担金を納期限までに納付しな

かったことについて、やむを得ない理由があ

ると認めるときは、督促手数料を減額し、又は

免除することができる。 

（委任）  （委任） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

 （美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 
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第９条 美濃加茂市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年美濃加茂市条例

第１６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促及び遅延損害金） （督促及び遅延損害金） 

第１８条 家賃に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

第１８条 家賃を前条第２項に規定する納期限

（以下「納期限」という。）までに納付しない

者があるときは、市長は、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

 （美濃加茂市国民健康保険条例の一部改正） 

第１０条 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保険料の督促） （保険料の督促及び手数料） 

第３４条 納期限までに保険料を完納しない者

があるときは、市長は、納期限後３０日以内

に督促状を発しなければならない。 

第３４条 納期限までに保険料を完納しない者

があるときは、督促状を発しなければならな

い。 

 ２ 前項の督促状に指定すべき納入期限は、そ

の発布の日から１０日を経過した日とする。 

 ３ 督促手数料は、督促状１通につき１００円

とする。 

 （延滞金の減免）  （督促手数料及び延滞金の減免） 

第３５条の２ 市長は、保険料を納期限までに

納付しなかったことについて、やむを得ない

理由があると認めるときは、延滞金を減額し、

又は免除することができる。 

第３５条の２ 市長は、保険料を納期限までに

納付しなかったことについて、やむを得ない

理由があると認めるときは、督促手数料及び

延滞金を減額し、又は免除することができる。

 （美濃加茂市介護保険条例の一部改正） 

第１１条 美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保険料の督促） （保険料の督促手数料） 

第８条 納期限までに保険料を完納しない者が

あるときは、市長は、納期限後３０日以内に

督促状を発しなければならない。 

第８条 保険料の督促手数料は、督促状１通に

つき１００円とする。 
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（延滞金の減免） （督促手数料及び延滞金の減免） 

第９条の２ 市長は、保険料を納期限までに納

付しなかったことについて、やむを得ない理

由があると認めるときは、延滞金を減額し、

又は免除することができる。 

第９条の２ 市長は、保険料を納期限までに納

付しなかったことについて、やむを得ない理

由があると認めるときは、督促手数料及び延

滞金を減額し、又は免除することができる。 

（美濃加茂市蜂屋川公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第１２条 美濃加茂市蜂屋川公共下水道事業受益者負担に関する条例（平成１２年

美濃加茂市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（受益者に変更があった場合の取扱い） （受益者に変更があった場合の取扱い） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

（督促） 

第９条 負担金に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

 （延滞金）  （延滞金） 

第１０条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の延滞金の徴収については、美濃加茂

市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する

条例（昭和６１年美濃加茂市条例第２７号）

の規定を準用する。この場合において、同条

例第３条第２項及び附則第３項中「年１４．

６パーセント」とあるのは「年１４．５パー

セント」と、「年７．３パーセント」とあるの

は「年７．２５パーセント」と読み替えるも

のとする。 

２ 前項の延滞金の徴収については、美濃加茂

市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例

（昭和６１年美濃加茂市条例第２７号）の規

定を準用する。この場合において、同条例第

３条第２項及び附則第３項中「年１４．６パ

ーセント」とあるのは「年１４．５パーセン

ト」と、「年７．３パーセント」とあるのは「年

７．２５パーセント」と読み替えるものとす

る。 

 （督促手数料） 

 第１０条 管理者は、督促状を発した場合にお

いては、督促状１通について１００円の督促

手数料を徴収するものとする。 

 ２ 管理者は、負担金を納期限までに納付しな

かったことについて、やむを得ない理由があ

ると認めるときは、督促手数料を減額し、又は

免除することができる。 
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 （委任）  （委任） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

 （美濃加茂市準用河川占用料等徴収条例の一部改正） 

第１３条 美濃加茂市準用河川占用料等徴収条例（平成１４年美濃加茂市条例第２

５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促） （手数料） 

第５条 占用料等に対する督促は、美濃加茂市

債権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第

２号）の例による。 

第５条 法第１００条第１項において準用する

法第７４条第１項に規定する占用料等の督促

に係る手数料は、督促状１通につき１００円

とする。 

（美濃加茂市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第１４条 美濃加茂市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年美濃加茂市条例第

５号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（保険料の督促） （保険料の督促手数料） 

第５条 納期限までに保険料を完納しない者が

あるときは、市長は、納期限後３０日以内に

督促状を発しなければならない。 

第５条 保険料の督促手数料は、督促状１通に

ついて、１００円とする。 

（延滞金の減免） （督促手数料及び延滞金の減免） 

第６条の２ 市長は、保険料を納期限までに納

付しなかったことについて、やむを得ない理

由があると認めるときは、延滞金を減額し、

又は免除することができる。 

第６条の２ 市長は、保険料を納期限までに納

付しなかったことについて、やむを得ない理

由があると認めるときは、督促手数料及び延

滞金を減額し、又は免除することができる。 

（美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の一部改正） 

第１５条 美濃加茂市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例（平成２４年美

濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促及び遅延損害金） （督促及び遅延損害金） 

第１２条の２ 保育料に対する督促は、美濃加

茂市債権管理条例（平成２８年美濃加茂市条

例第２号）の例による。 

第１２条の２ 保育料を第１１条第２項に規定

する納期限（以下「納期限」という。）までに

納付しない者があるときは、市長は、期限を

指定してこれを督促しなければならない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 
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 （美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１６条 美濃加茂市保育園の設置及び管理に関する条例（平成２７年美濃加茂市

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促、延滞金及び遅延損害金） （督促、延滞金及び遅延損害金） 

第１８条 保育料等及び保育所等給食費に対す

る督促は、美濃加茂市債権管理条例（平成２

８年美濃加茂市条例第２号）の例による。 

第１８条 保育料等を第１３条第３項又は第１

４条第３項に規定する市長が定める日（以下

「納期限」という。）までに納付しない者があ

るときは、市長は、期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

２ 第１６条第１項の保育所等給食費を同条第

３項に規定する納期限までに納付しない者が

あるときは、市長は、期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

３ 第１項の規定により督促状を発したとき

は、督促手数料として１通につき１００円を

徴収する。 

２～６ （略） ４～８ （略） 

７ 市長は、利用者が納期限までに保育料等又

は保育所等給食費を納付しなかったことにつ

いてやむを得ない事由があると認められる場

合においては、第２項の延滞金及び第３項の

遅延損害金を減額し、又は免除することがで

きる。 

９ 市長は、利用者が納期限までに保育料等又

は保育所等給食費を納付しなかったことにつ

いてやむを得ない事由があると認められる場

合においては、第３項の督促手数料並びに第

４項の延滞金及び第５項の遅延損害金を減額

し、又は免除することができる。 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

３ 当分の間、第１８条第２項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、

３ 当分の間、第１８条第４項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、
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その年中においては、年１４．６パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該延滞金特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。

その年中においては、年１４．６パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該延滞金特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。

（美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例の一部改正） 

第１７条 美濃加茂市乳幼児一時預かり事業の実施に関する条例（平成２７年美濃

加茂市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促及び遅延損害金） （督促及び遅延損害金） 

第１６条 一時預かり保育料に対する督促は、

美濃加茂市債権管理条例（平成２８年美濃加

茂市条例第２号）の例による。 

第１６条 一時預かり保育料を納期限までに納

付しない者があるときは、市長は、期限を指定

してこれを督促しなければならない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（美濃加茂市債権管理条例の一部改正） 

第１８条 美濃加茂市債権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促） （督促） 

第９条 市長は、市の債権について、履行期限

までに履行しない者があるときは、履行期限

後３０日以内にこの条例その他の法令、条例

又はこれらに基づく規則の定めるところによ

り、期限を指定してこれを督促しなければな

らない。 

第９条 市長は、市の債権について、履行期限

までに履行しない者があるときは、法令、条

例又はこれらに基づく規則の定めるところに

より、期限を指定してこれを督促しなければ

ならない。 

（美濃加茂市病児保育事業の実施に関する条例の一部改正） 

第１９条 美濃加茂市病児保育事業の実施に関する条例（平成２８年美濃加茂市条

例第４号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促及び遅延損害金） （督促及び遅延損害金） 

第１４条 利用料に対する督促は、美濃加茂市

債権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

第１４条 利用料を納期限までに納付しない者

があるときは、市長は、期限を指定してこれを督
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号）の例による。 促しなければならない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

（美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２０条 美濃加茂市認定こども園の設置及び管理に関する条例（平成２８年美濃

加茂市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促、延滞金及び遅延損害金） （督促、延滞金及び遅延損害金） 

第１９条 保育料等及び保育所等給食費に対す

る督促は、美濃加茂市債権管理条例（平成２

８年美濃加茂市条例第２号）の例による。 

第１９条 保育料等を第１４条第３項又は第１

５条第３項に規定する市長が定める日（以下

「納期限」という。）までに納付しない者があ

るときは、市長は、期限を指定してこれを督

促しなければならない。 

２ 保育所等給食費を第１７条第３項に規定す

る納期限までに納付しない者があるときは、

市長は期限を指定してこれを督促しなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により督促状を発したとき

は、督促手数料として１通につき１００円を

徴収する。 

２～６ （略） ４～８ （略） 

７ 市長は、利用者が納期限までに保育料等又

は保育所等給食費を納付しなかったことにつ

いてやむを得ない事由があると認められる場

合においては、第２項の延滞金及び第３項の

遅延損害金を減額し、又は免除することがで

きる。 

９ 市長は、利用者が納期限までに保育料等又

は保育所等給食費を納付しなかったことにつ

いてやむを得ない事由があると認められる場

合においては、第３項の督促手数料並びに第

４項の延滞金及び第５項の遅延損害金を減額

し、又は免除することができる。 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

４ 当分の間、第１９条第２項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

４ 当分の間、第１９条第４項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、この規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合
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をいう。）に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、年１４．６パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該延滞金特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。

をいう。）に年１パーセントの割合を加算した

割合をいう。以下この項において同じ。）が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、

その年中においては、年１４．６パーセント

の割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算

した割合とし、年７．３パーセントの割合に

あっては当該延滞金特例基準割合に年１パー

セントの割合を加算した割合（当該加算した

割合が年７．３パーセントの割合を超える場

合には、年７．３パーセントの割合）とする。

（美濃加茂市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第２１条 美濃加茂市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例（平成２８年美濃

加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（督促及び遅延損害金） （督促及び遅延損害金） 

第１４条 家賃に対する督促は、美濃加茂市債

権管理条例（平成２８年美濃加茂市条例第２

号）の例による。 

第１４条 家賃を前条第２項に規定する納期限

（以下「納期限」という。）までに納付しない

者があるときは、市長は、期限を指定してこ

れを督促しなければならない。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （市税に係る経過措置） 

２ 令和４年度以前の会計年度に属する市税に係る督促手数料については、第１条

の規定による改正後の美濃加茂市税条例の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

 （道路占用料に係る経過措置） 

３ 令和４年度以前の会計年度に属する市道の占用料に係る督促手数料については、

第２条の規定による改正後の美濃加茂市道路占用料徴収条例の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

 （税外収入に係る経過措置） 

４ 令和４年度以前の会計年度に属する税外収入に係る督促手数料については、第

４条の規定による改正後の美濃加茂市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する

条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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 （流域関連公共下水道事業受益者負担金に係る経過措置） 

５ 令和４年度以前の会計年度に属する流域関連公共下水道事業受益者負担金に係

る督促手数料については、第６条の規定による改正後の美濃加茂市流域関連公共

下水道事業受益者負担に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （特定環境保全公共下水道事業受益者負担金に係る経過措置） 

６ 令和４年度以前の会計年度に属する特定環境保全公共下水道事業受益者負担金

に係る督促手数料については、第８条の規定による改正後の美濃加茂市特定環境

保全公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例

による。 

 （国民健康保険料に係る経過措置） 

７ 令和４年度以前の会計年度に属する国民健康保険料に係る督促手数料について

は、第１０条の規定による改正後の美濃加茂市国民健康保険条例の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。 

 （介護保険料に係る経過措置） 

８ 令和４年度以前の会計年度に属する介護保険料に係る督促手数料については、

第１１条の規定による改正後の美濃加茂市介護保険条例の規定にかかわらず、な

お従前の例による。 

 （蜂屋川公共下水道事業受益者負担金に係る経過措置） 

９ 令和４年度以前の会計年度に属する蜂屋川公共下水道事業受益者負担金に係る

督促手数料については、第１２条の規定による改正後の美濃加茂市蜂屋川公共下

水道事業受益者負担に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （河川占用料に係る経過措置） 

１０ 令和４年度以前の会計年度に属する流水占用料、土地占用料又は河川産出物

採取料に係る督促手数料については、第１３条の規定による改正後の美濃加茂市

準用河川占用料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （後期高齢者医療保険料に係る経過措置） 

１１ 令和４年度以前の会計年度に属する後期高齢者医療保険料に係る督促手数料

については、第１４条の規定による改正後の美濃加茂市後期高齢者医療に関する

条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 （保育園の保育料等に係る経過措置） 

１２ 令和４年度以前の会計年度に属する保育園の保育料等に係る督促手数料につ

いては、第１６条の規定による改正後の美濃加茂市保育園の設置及び管理に関す

る条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

（認定こども園の保育料等に係る経過措置） 

１３ 令和４年度以前の会計年度に属する認定こども園の保育料等に係る督促手数

料については、第２０条の規定による改正後の美濃加茂市認定こども園の設置及

び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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議第６９号 

   美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条

例について 

美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を下記の

とおり制定する。 

令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例を廃止する条例 

 美濃加茂市障害者支援施設の設置及び管理に関する条例（平成２２年美濃加茂市

条例第３１号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議第７０号 

令和４年度美濃加茂市一般会計補正予算（第８号） 

令和４年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５０，７６１千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４，０６０，７７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。  

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和４年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

- 88 -



- 89 -



- 90 -



- 91 -



- 92 -



- 93 -



- 94 -



- 95 -



- 96 -



- 97 -



- 98 -



- 99 -



- 100 -



- 101 -



- 102 -



- 103 -



- 104 -



- 105 -



- 106 -



- 107 -



- 108 -



- 109 -



- 110 -



- 111 -



- 112 -



- 113 -



- 114 -



- 115 -



- 116 -



- 117 -



- 118 -



- 119 -



- 120 -



- 121 -



- 122 -



- 123 -



- 124 -



- 125 -



- 126 -



- 127 -



- 128 -



- 129 -



- 130 -



- 131 -



- 132 -



- 133 -



- 134 -



- 135 -



- 136 -



- 137 -



- 138 -



- 139 -



- 140 -



- 141 -



- 142 -



- 143 -



- 144 -



- 145 -



- 146 -



- 147 -



- 148 -



- 149 -



- 150 -



- 151 -



- 152 -



- 153 -



議第７１号 

令和４年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第２号） 

令和４年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，９９０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，１５０，２６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和４年１１月２８日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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議第７２号 

令和４年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和４年度美濃加茂市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（収益的支出の補正） 

第２条 令和４年度美濃加茂市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に

定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支     出 

（ 科  目 ）    （既決予定額）  （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 水道事業費用 1,630,924 千円   25,200 千円  1,656,124 千円 

 第１項 営業費用  1,583,608 千円    25,200 千円  1,608,808 千円 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 予算第５条に定めた債務負担行為について、次のとおり追加する。 

事   項 期  間 限 度 額 

上下水道事業検針・窓口・収納等業務 
自 令和５年度 

至 令和９年度 

千円

324,500 

令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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支　出 （単位：千円）

1 水道事業費用 1,630,924 25,200 1,656,124

1 営業費用 1,583,608 25,200 1,608,808

1 原水及び浄水費 735,131 22,600 757,731

2 配水及び給水費 153,456 2,600 156,056

令和４年度美濃加茂市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 △ 7,820

　　　減価償却費 526,846

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） 84

　　　長期前受金戻入益 △ 298,987

　　　受取利息及び配当金 △ 1,299

　　　支払利息 18,520

　　　資産減耗費 48,950

　　　未収金の増減額（増加は△） △ 710

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） △ 4,229

　　　その他流動資産の増減額（増加は△） 2,058

　　　未払金の増減額（減少は△） △ 2,529

　　　前受金の増減額（減少は△） △ 637

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） 46

　　　　　小計 280,293

　　　利息及び配当金の受取額 1,299

　　　利息の支払額 △ 18,520

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 263,072

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 346,011

　　　国庫補助金等による収入 44,001

　　　一般会計等からの繰入金による収入 336

　　　工事負担金の受入による収入 126,802

　　　分担金の受入による収入 75,935

　　　他会計貸付金による支出 △ 110,000

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 208,937

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 99,748

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 99,748

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） △ 45,613

Ⅴ　資金期首残高 2,100,763

Ⅵ　資金期末残高 2,055,150

令和４年度美濃加茂市水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
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期  間 金  額 期  間 金  額 給水収益 国県支出金
損益勘定留
保資金等

千円 千円 千円 千円 千円 千円

187,014 140,154 46,860 46,860

324,500 ― 324,500 324,500

100,178 91,668 8,510 8,510

96,588 ― 96,588 96,588
森山浄水場他運転管
理業務

―
令和５年度
から令和６
年度まで

上下水道事業検針・
窓口・収納等業務

令和元年度
から令和３
年度まで

令和４年度

森山浄水場等運転管
理業務

令和２年度
から令和３
年度まで

令和４年度

上下水道事業検針・
窓口・収納等業務

―
令和５年度
から令和9
年度まで

債務負担行為に関する調書

事　　　項 限 度 額

前年度末までの
支払義務発生(見込)額

当該年度以降の
支払義務発生予定額

左の財源内訳
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（単位：千円）

１

（１）

イ 465,589

ロ 1,011,333

△ 295,201 716,132

ハ 18,769,525

△ 8,887,483 9,882,042

ニ 2,123,287

△ 1,516,834 606,453

ホ 19,981

△ 13,048 6,933
ヘ 36,709

△ 22,188 14,521

ト 39,189

11,730,859

（２）

イ 0

0

（２）

イ 500,000

ロ 362,000

862,000

12,592,859

２

（１） 2,055,150

（２） 184,159

△ 1,158 183,001

（３） 0

（３） 8,434

（４） 19,368

2,265,953

14,858,812資 産 合 計

その他流動資産

流 動 資 産 合 計

有 価 証 券

貯 蔵 品

未 収 金

貸 倒 引 当 金

流 動 資 産

現 金 預 金

投資その他の資産
合 計
固 定 資 産 合 計

投 資 有 価 証 券

他 会 計 貸 付 金

無形固定資産合計

投資その他の資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

工 具 器 具
及 び 備 品

減価償却累計額

車両及び運搬具

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

構 築 物

減価償却累計額

建 物

減価償却累計額

有 形 固 定 資 産

土 地

資　　　産　　　の　　　部
固 定 資 産

令和４年度美濃加茂市水道事業予定貸借対照表
（令和５年３月３１日）
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３

（１）

イ

496,440

496,440

（２）

イ 93,520
93,520

589,960

４

（１）

イ

90,145

90,145

（２） 241,479

（３） 3,750

（４）

イ 6,840

6,840

（５） 9,228

351,442

５

11,782,863

△ 5,747,238

6,035,625

6,977,027

６ 6,771,503

（１） 119,177

（２） 1,007,861

（３） 5,644,465

７

（１）

イ 4,164

4,164

（２）

イ 714,190

ロ 300,000

ハ
91,928

1,106,118

1,110,282

7,881,785

14,858,812

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

利益剰余金合計

剰 余 金 合 計

建設改良積立金
当 年 度 未 処 分
利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金

減 債 積 立 金

補 助 金

資本剰余金合計

剰 余 金

資 本 剰 余 金

組 入 資 本 金

固 有 資 本 金

繰 入 資 本 金

資　　　本　　　の　　　部
資 本 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

その他流動負債

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

引 当 金 合 計

前 受 金

引 当 金

企 業 債 合 計

未 払 金

企 業 債
建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

退職給付引当金

引 当 金 合 計

引 当 金

建 設 改 良 費 等 の
財 源 に 充 て る
た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

固 定 負 債

企 業 債

負　　　債　　　の　　　部
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議第７３号 

令和４年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第１号） 

（総則） 

第１条 令和４年度美濃加茂市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（収益的支出の補正） 

第２条 令和４年度美濃加茂市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支     出 

（ 科  目 ）     （既決予定額） （補正予定額）  （ 計 ） 

第１款 下水道事業費用 2,264,939 千円  25,000 千円  2,289,939 千円 

  第１項 営業費用   1,975,409 千円  25,000 千円  2,000,409 千円 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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支　出 （単位：千円）

1 下水道事業費用 2,264,939 25,000 2,289,939

1 営 業 費 用 1,975,409 25,000 2,000,409

1
汚 水 管 渠 費
（ 流 関 公 共 ）

45,321 1,000 46,321

2
汚 水 管 渠 費
（ 蜂 屋 川 公 共 ）

31,370 1,400 32,770

3
汚 水 管 渠 費
（ 下 米 田 特 環 ）

23,672 1,100 24,772

11
処 理 場 費
（ 蜂 屋 川 公 共 ）

197,689 15,700 213,389

12
処 理 場 費
（ 稲 辺 農 集 ）

18,020 500 18,520

13
処 理 場 費
（ 山 之 上 農 集 ）

33,817 2,600 36,417

14
処 理 場 費
（ 伊 深 農 集 ）

33,370 2,700 36,070

計

令和４年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的支出

款 項 目 既決予定額 補正予定額
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 △ 5,477

　　　減価償却費 1,124,880

　　　貸倒引当金の増減額（減少は△） 9

　　　賞与引当金の増減額（減少は△） 245

　　　退職給付引当金の増減額（減少は△） 0

　　　長期前受金戻入益 △ 621,541

　　　受取利息及び配当金 △ 5

　　　支払利息 247,059

　　　資産減耗費 1,860

　　　未収金の増減額（増加は△） △ 724

　　　たな卸資産の増減額（増加は△） △ 2,280

　　　未払金の増減額（減少は△） 13,180

　　　その他流動負債の増減額（減少は△） 0

　　　　　小計 757,206

　　　利息及び配当金の受取額 5

　　　利息の支払額 △ 247,059

　　業務活動によるキャッシュ・フロー 510,152

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 380,796

　　　国庫補助金等による収入 94,522

　　　一般会計等からの繰入金による収入 274,039

　　　工事負担金の受入による収入 10,892

　　　受益者負担金等の受入による収入 36,242

　　　受益者分担金等の受入による収入 936

　　投資活動によるキャッシュ・フロー 35,835

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 845,500

　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,574,020

　　　建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 110,000

　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 618,520

Ⅳ　資金増加額（又は減少額） △ 72,533

Ⅴ　資金期首残高 646,880

Ⅵ　資金期末残高 574,347

令和４年度美濃加茂市下水道事業予定キャッシュ･フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）
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（単位：千円） 

1

（１）

イ 2,387,364

ロ 1,675,049

△ 440,612 1,234,437

ハ 37,478,104

△ 10,048,361 27,429,743

ニ 2,183,423

△ 1,192,229 991,194

ホ 240

△ 228 12

ヘ 3,538

△ 3,065 473

ト 88,091

32,131,314

（２）

イ 1,795,173

1,795,173

（３）

イ 1,580

1,580

33,928,067

2

（１） 574,347

（２） 80,510

△ 1,254 79,256

（３） 3,430

（４） 0

657,033

34,585,100

未 収 金

貸 倒 引 当 金

貯 蔵 品

その他流動資産

流 動 資 産 合 計

出 資 金

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

資 産 合 計

無形固定資産

施 設 利 用 権

無形固定資産合計

現 金 預 金

投 資

減価償却累計額

工具器具及び備品

減価償却累計額

建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

構 築 物

減価償却累計額

機 械 及 び 装 置

減価償却累計額

令和４年度美濃加茂市下水道事業予定貸借対照表
（令和５年３月３１日）

固 定 資 産

有形固定資産

車両及び運搬具

建 物

減価償却累計額

資　　産　　の　　部

土 地
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3
（１）

イ 14,215,691
14,215,691

（２）

イ 362,000
362,000

（３）
イ 65,782

65,782
14,643,473

4
（１）

イ 1,514,625
1,514,625

（２）

イ 0
0

（３） 223,912
（４）
イ 4,615

4,615
（５） 5,000

1,748,152
5
（１） 22,285,140
（２） △ 6,693,442

15,591,698
31,983,323

6 1,519,621
7
（１）
イ 727,698
ロ 39,043
ハ 242,512
ニ 13,086
ホ 214

1,022,553
（２）

イ 59,603
59,603

1,082,156
2,601,777
34,585,100負債資本合計

受益者負担金
受益者分担金
その他資本剰
資本剰余金合
利 益 剰 余 金
当年度未処分利益剰
余 金

利益剰余金合
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

受贈財産評価

負 債 合 計

資　　本　　の　　部
資 本 金
剰 余 金
資 本 剰 余 金
国 庫 補 助 金

未 払 金

繰延収益合計

収益化累計額

引 当 金 合 計
債

流動負債合計
繰 延 収 益
長 期 前 受 金

建設改良費等の財源に
充てるための企業債

建設改良費等の財源に
充てるための借入金

借 入 金 合 計

退職給付引当

引 当 金
賞 与 引 当 金

流 動 負 債
企 業 債

企 業 債 合 計

企 業 債 合 計
他会計借入金

借 入 金 合 計
引 当 金

引 当 金 合 計
固定負債合計

負　　債　　の　　部
固 定 負 債
企 業 債
建設改良費等の財源に
充てるための企業債

他会計借入金
建設改良費等の財源に
充てるための借入金
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注記 

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１ 固定資産の減価償却の方法 

（１）有形固定資産 

    ・減価償却の方法 

     定額法 

    ・主な耐用年数 

     建物        １５年～５０年 

     構築物        ３０年～５０年 

     機械及び装置    １０年～２０年 

     車両及び運搬具     ４年～  ６年 

     工具器具及び備品   ３年～２０年 

 （２）無形固定資産 

    ・減価償却の方法 

     定額法 

    ・主な耐用年数 

     施設利用権  ５０年 

 ２ 重要なリース取引の処理方法 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会 

   計処理によっている。 

３ 引当金の計上方法 

 （１）貸倒引当金 

    債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 

 （２）退職給付引当金 

    当事業年度末における職員に対する退職手当の要支給額から、岐阜県市町村職員退職手当組合に

おける積立金相当額を控除した金額を計上している。 

 （３）賞与引当金 

    職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度

末における支給見込額及び支払見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。 

４ その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項 

    消費税等の会計処理 

     消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 
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Ⅱ．予定貸借対照表等に関する注記 

 １ 企業債の償還に係る他会計の負担 

 （１）令和３年度予定 （令和４年３月３１日） 

    貸借対照表上に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負

担すると見込まれる額は１，６２６，５５５千円である。 

 （２）令和４年度予定 （令和５年３月３１日） 

    貸借対照表上に計上されている企業債（１年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負

担すると見込まれる額は１，５０２，４１２千円である。 

Ⅲ．セグメント情報に関する注記 

１ 報告セグメントの概要 

   下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営し

ており、各事業で運営方針等を決定していること、及び公共下水道事業と特定環境保全公共下水道

事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから、それらを報告セグメントとしている。 

   なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 

セグメント区分 事業の内容 

公共下水道事業 
汚水処理 市街地における、し尿・生活雑排水等の処理。 

雨水処理 市街地における雨水排除。 

特定環境保全 

公共下水道事業 

汚水処理 市街地以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理。 

雨水処理 市街地以外の区域における雨水排除。 

農業集落排水事業 農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。 

 ２ 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額 

 （１）令和３年度予定                （単位：千円） 

公 共 下 水 道 事 業 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 25,860,337 3,149,839 505,072 29,515,248 

セグメント負債 24,381,220 2,966,518 163,030 27,510,768 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

他会計借入金 

有形・無形固定資産の増加 

721,665 

789,286 

202,744 

114,000 

172,094 

135,927 

147,139 

19,567 

173,700 

857,592 

936,425 

222,311 

114,000 

345,794 
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特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落

排水事業 
合計 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 3,369,257 254,453 109,825 3,733,535 2,121,615 35,370,398 

セグメント負債 3,149,379 265,958 28,488 3,443,825 1,808,551 32,763,144 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

他会計借入金 

有形・無形固定資産の増加 

110,454 

107,053 

25,854 

0 

66,390 

2,874 

3,610 

391 

0 

58,550 

113,328 

110,663 

26,245 

0 

124,940 

112,973 

72,030 

12,577 

0 

1,689 

1,083,893 

1,119,118 

261,133 

114,000 

472,423 

 （２）令和４年度予定                （単位：千円） 

 公 共 下 水 道 事 業 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 25,213,022 3,147,250 493,357 28,853,629 

セグメント負債 23,701,421 2,982,047 171,485 26,854,953 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

他会計借入金 

有形・無形固定資産の増加 

693,618 

790,641 

190,819 

93,000 

170,220 

152,758 

154,487 

19,500 

151,973 

846,376 

945,128 

210,319 

93,000 

322,193 

特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 農業集落

排水事業 
合計 

汚水処理 雨水処理 共 通 小 計 

セグメント資産 3,306,023 285,406 83,383 3,674,812 2,056,659 34,585,100 

セグメント負債 3,044,349 304,158 33,574 3,382,081 1,746,289 31,983,323 

その他の項目 

他会計繰入金 

減価償却費 

支払利息 

他会計借入金 

有形・無形固定資産の増加 

106,639 

106,839 

23,420 

17,000 

46,730 

4,830 

5,135 

1,310 

41,143 

111,469 

111,974 

24,730 

17,000 

87,873 

118,451 

67,778 

12,010 

13,551 

1,076,296 

1,124,880 

247,059 

110,000 

423,617 

Ⅳ．その他の注記 

 １ 賞与引当金の取崩し 

    令和４年度において、期末手当・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として１３，５７８千円を

支払う予定であるため、賞与引当金４，３７０千円を取り崩すこととしている。 
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 ２ 貸倒引当金の取崩し 

    令和４年度において、不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金１，０２１千

円を取り崩すこととしている。  
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議第７４号

   指定管理者の指定について

 中之島公園の指定管理者について、下記のとおり指定したいので、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

  令和４年１１月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

記

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称 

中之島公園 

２ 指定管理者に指定する団体の名称

中之島公園利活用共同体

     代表企業 有限会社 ＥＡＴ＆ＬＩＶＥ

     構成企業 有限会社 リタッグ

３ 指定管理者に指定する団体の所在

代表企業 岐阜県郡上市美並町白山１０１３番地 

構成企業 岐阜県美濃加茂市本郷町９丁目９番２８号 

４ 指定の期間

令和５年４月１日から令和１２年３月３１日まで
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議第７５号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  令和４年１１月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
信友２６

７号線 

下米田町信友字戌亥洞３９６番２地先  

下米田町信友字天神洞５７９番１地先 

２ 
信友２６

８号線 

下米田町信友字戌亥洞４１６番１地先  

下米田町信友字戌亥洞４１９番１地先 

３ 
信友２６

９号線 

下米田町信友字天神洞５７８番１地先  

下米田町信友字戌亥洞４１９番２地先 

４ 
信友２７

０号線 

下米田町信友字天神洞５８２番１地先  

下米田町信友字天神洞５９３番１地先 
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議第７６号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和４年１１月２８日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
西町５２

９号線 

美濃加茂市西町四丁目５８番１１地先   

美濃加茂市西町四丁目５８番１６地先 

２ 
森山７０

８号線 

美濃加茂市森山町二丁目１４７番１地先  

美濃加茂市森山町二丁目１４７番３地先 

３ 
牧野２２

１号線 

美濃加茂市牧野字筥岩２７７７番２地先  

美濃加茂市牧野字筥岩２７７７番２地先 
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議第７７号 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏形成協定を下記のとおり変更する。 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協定 

美濃加茂市と坂祝町の定住自立圏の形成に関する協定（令和３年４月１日）の一

部を次のように変更する。

変更後 変更前 

(連携する具体的事項及び役割分担) (連携する具体的事項及び役割分担) 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次

の(ア)から(ウ)までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける

甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次

の(ア)から(ウ)までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける

甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

(ア) （略） (ア)  （略） 

(イ)結びつきやネットワークの強化に係る政

策分野 

(イ)結びつきやネットワークの強化に係る政

策分野 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けたIC

Tインフラ整備】 

（略） 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けたIC

Tインフラ整備】 

（略） 

【地域内外の住民との交流・移住促進】 

・多文化共生の推進 

ａ 取組みの内容 

地域でのコミュニケーションを円滑

にするために外国人住民には基礎的な

日本語習得の機会を提供し、日本人住民

には「やさしい日本語」の習得を促す。
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ｂ 甲の役割 

日本語講座のスタッフ養成及び場所

の提供を行う。また、外国人住民の需要

を把握し、日本語講座のスタッフ養成に

対して協力・支援を行う。 

ｃ 乙の役割 

日本語講座のスタッフ養成及び場所

の提供を行う。また、外国人住民の需要

を把握し、日本語講座のスタッフ養成に

対して協力・支援を行う。 

(ウ) （略）  (ウ) （略） 

附 則 

この協定は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第７８号 

美濃加茂市と八百津町の定住自立圏形成協定を変更することについて 

美濃加茂市と八百津町の定住自立圏形成協定を下記のとおり変更する。 

  令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市と八百津町の定住自立圏の形成に関する協定の一部を変更する協

定 

美濃加茂市と八百津町の定住自立圏の形成に関する協定（令和３年４月１日）の

一部を次のように変更する。

変更後 変更前 

(連携する具体的事項及び役割分担) (連携する具体的事項及び役割分担) 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次

の(ア)から(ウ)までに掲げるものとする。ま

た、その取組みの内容と当該取組みにおける

甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまでに

規定するものとする。 

第３条 甲及び乙が連携を図る政策分野は、次

の（ア）から（ウ）までに掲げるものとする。

また、その取組みの内容と当該取組みにおけ

る甲及び乙の役割は、それぞれａからｃまで

に規定するものとする。 

(ア) （略） (ア)  （略） 

(イ)結びつきやネットワークの強化に係る政

策分野 

(イ)結びつきやネットワークの強化に係る政

策分野 

【地域公共交通】 

・圏域公共交通の整備 

ａ 取組みの内容 

圏域内を便利に移動できる公共交通

網を整備する。 

ｂ 甲の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとと

もに、圏域公共交通網の整備において、

中心的な役割を担う。 
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ｃ 乙の役割 

圏域内公共交通を維持・確保するとと

もに、圏域公共交通網の整備に向けた各

種事業に取組む。 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けたIC

Tインフラ整備】 

（略） 

【デジタル・ディバイドの解消へ向けたIC

Tインフラ整備】 

（略） 

附 則 

この協定は、令和５年４月１日から施行する。 
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議第７９号 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 

美濃加茂市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

令和４年１１月２８日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

記 

住  所   

氏  名  小 林 喜 典 

生年月日   
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